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tま

じ

め

唐
宋
の
聞
の
江
南
に
お
け
る
低
濃
地
利
用
の
機
大
は
、

江
南
開
護
史
上
の
み
な
ら
ず
中
園
農
業
史
上
董
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

特
に
園

回
、
坪
田
等
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い

タ
イ
プ
の
水
利
回
の
造
成
と
そ
の
普
及
は
、
中
園
農
業
の
新
た
な
工
翠
的
適
鷹
段
階
へ
の
到
達
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
水
稲
品
種
の
改
良
や
肥
培
管
理
技
術
の
護
達
と
相
侯
っ
て
生
産
力
の
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
海
塗
田
の
如
き

潰
海
田
も
、
如
上
の
所
謂
新
田
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
園
田
、
坪
田
等
に
関
す
る
豊
富
な
研
究
蓄
積
に
比
べ
る
と
、
漬
海
新
田
に
つ
い
て

ま
と
ま
っ
た
考
察
も
甚
だ
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
引
。
そ
れ
は
漬
海
新
田
と
園
田
、
坪
田
の
如
き
内
陸
漬
江
湖
新
田
と

は
専
論
は
も
と
よ
り
、

の
質
的
、
量
的
落
差
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
く
と
も
宋
代
農
業
の
一
側
面
と
し
て
正
賞
な
反
映
と
は
思
え
な
い
。
雨
者
聞
に
は
共
通

項
も
存
す
る
が
、
淡
水
と
離
水
と
い
う
一
黙
を
と
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
波
生
す
る
問
題
に
は
翠
な
る
類
推
が
困
難
な
も
の
も
存
す
る
。
以
下
、



漬
海
新
国
造
成
の
具
鐙
的
事
例
に
よ
り
、
そ
の
分
布
、
普
及
獄
況
を
概
観
し
、
次
い
で
内
陸
国
と
の
針
比
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
漬
海
新
田
の

水
利
事
情
、
農
業
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
う
。
ま
た
本
稿
で
は
考
察
の
封
象
を
杭
州
湾
以
南
の
地
方
に
限
定
し
た
。
そ
れ
は
史
料

の
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
先
に
宋
元
時
代
の
海
塘
(
防
潮
隠
)
に
つ
い
て
考
察
し
た
眠
、
お
お
ま
か
に
新
東
、
漸
西
、
准
南
で
は
漬
海
地

利
用
の
形
態
と
海
塘
の
役
割
に
遣
い
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

漬
海
新
田
の
名
稽
と
分
布

漬
海
新
田
を
「
沙
地
、
沙
回
」
を
以
て
総
稽
す
る
例
も
あ
る
州
、
宋
元
時
代
で
は
一
名
詞
を
以
て
一
括
す
る
使
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以

下
、
先
ず
演
海
新
田
の
多
様
な
名
稿
を
摩
げ
、
本
稿
で
扱
う
範
園
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
現
在
、
こ
の
種
の
新
田
に
射
し
て
最
も
使
わ
れ
る
名

詞
と
そ
の
解
穫
は
、
元
の
王
頑
農
書
巻
一
一
農
器
園
譜
一
回
制
門
の
塗
田
で
あ
る
。
即
ち
「
塗
回
、
書
に
云
う
、
『
准
海
は
維
れ
揚
州
な
り
』
、

『
阪
の
土
は
塗
泥
の
み
』
。
大
抵
水
種
は
皆
な
塗
泥
を
須
う
。
然
ら
ば
瀕
海
の
地
も
復
た
此
等
の
田
法
有
り
。
其
の
潮
水
の
詑
ぶ
る
所
の
沙
泥
は

み
ち
し
お

島
興
に
積
み
、
或
は
盤
曲
に
塾
溺
し
、
其
の
頃
畝
の
多
少
等
し
か
ら
ざ
る
あ
り
。
上
に
麟
草
の
叢
生
す
る
有
ら
ば
、
潮
の
来
り
て
漸
く
塗
泥
を

惹
く
有
る
を
候
つ
。
初
め
水
稗
を
植
え
、
斥
歯
既
に
壷
き
れ
ば
稼
田
と
篤
す
ベ
し
。
所
謂
る
『
斥
歯
を
潟
し
て
稲
梁
を
生
ず
』
な
り
。
海
岸
に

沿
漣
し
て
壁
を
築
き
、
或
は
椿
械
を
樹
立
し
、
以
て
潮
涯
を
抵
ぐ
。
田
迭
に
溝
を
聞
き
、
以
て
雨
療
を
注
ぎ
、
早
に
は
則
ち
潅
瓶
す
。
之
を
甜

水
溝
と
調
う
。
其
の
稼
牧
は
常
田
に
比
ベ
、
利
は
十
倍
ば
か
り
。
民
多
く
以
て
永
業
と
震
す
:
:
:
、
今
云
う
、
海
崎
に
塗
田
を
作
り
、
外
に
潮
の
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来
る
を
拒
ぐ
は
古
に
有
る
無
し
。
震
療
診
漉
し
て
斥
歯
壷
き
れ
ば
、
杭
柿
己
に
豊
か
な
り
」
と
あ
る
。
次
に
同
室
田
の
沙
田
で
は
「
沙
回
、
南
方

江
准
の
聞
の
沙
淡
の
田
な
り
。
或
は
大
江
に
潰
し
、
或
は
中
洲
に
時
む
。
四
国
は
藍
葦
耕
密
に
し
て
以
て
堤
岸
を
護
る
。
其
の
地
常
に
潤
津
に

し
て
豊
熟
を
保
つ
ベ
し
。
普
く
隆
壌
を
魚
り
、
稲
杭
を
種
う
ベ
し
。
問
主
褒
落
を
魚
す
。
桑
蹴
を
襲
う
ベ
し
。
或
は
中
に
潮
溝
を
貫
き
、
皐
に

は
則
ち
頻
り
に
減
ぐ
。
或
は
傍
に
大
港
を
議
ら
し
、
携
に
は
則
ち
水
を
洩
す
。
所
以
に
水
患
の
憂
無
し
。
故
に
他
国
に
勝
る
。
奮
と
所
謂
る
明

江
の
回
な
り
。
蔵
復
常
な
ら
ず
。
故
に
畝
に
常
数
無
く
、
税
に
定
額
無
し
」
と
あ
る
。
こ
の
塗
回
、
沙
田
の
解
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
壷
し
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て
略
ぼ
遺
漏
が
な
い
。
雨
者
は
沙
渡
と
い
う
自
然
現
象
を
前
提
と
し
、
構
造
上
、

人
工
の
隈
岸
を
以
て
外
水
を
遮
断
し
且
つ
沙
土
の
流
失
を
防

ぐ
な
ど
基
本
的
な
黙
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
相
違
思
は
漬
江
か
漬
海
か
と
い
う
黙
に
あ
る
。
唯
だ
沿
江
の
沙
回
と
難
も
、
河
口
近
く
で
あ
れ

演
海
田
の
範
暗
に
入
る
。
宋
元
時
代
の
各
種
史
料
中
に
見
え
る
塗
回
、
沙
回
以
外
の
名
稿
を
列
摩
す
れ

ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
「
海
穣
塗
田
」
(
越
中
金
石
志
巻
十
元
徐
銚
州
儒
製
販
回
記
)
、
「
海
沙
田
」
(
南
宋
、
横
錦
、
攻
娩
集
径
五
九
徐
挑
将
海
隠
記
)
、

ば
海
潮
の
倒
濯
の
影
響
下
に
あ
り
、

「
海
塗
輔
田
」
(
乾
道
四
明
間
経
径
十
普
慈
制
院
新
館
妊
開
塗
田
記
)
、
「
新
、
醤
海
塘
田
」
(
開
慶
四
明
績
志
巻
四
康
悪
院
隠
田
租
総
数
)
、
「
海
塗
田
」
〈
嘉
定

赤
城
士
心
径
二
ニ
〉
、
「
海
田
、
沙
洲
田
」
(
淳
照
三
山
志
径
二ニ〉、

「
沿
海
蹴
地
」
(
北
宋
、
禁
襲
、
端
明
集
谷
二
六
乞
復
五
郷
割
子
)
、

「
潮
田
」
(
南
宋
、
方

大
珠
、
鍛
諮
方
公
文
集
径
三
三
康
州
乙
巳
動
後
〉
、

「
江
源
沙
回
、
退
海
波
田
」
(
宋
曾
要
輯
稿
|
以
下
宋
禽
要
と
略
す
食
貨
六
一
1

一
一
一
一
紹
興
六
年
二
月
十

回二
」目、J
淳「
唾混
量警
:::f= '215 
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行
政
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〈
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編
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で
は

江
海
の
沿
岸
に
様
出
す
る
地
と
し
て

「
沙
地
、
沙
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坦
、
沙
塗
」
の
名
稿
が
見
え
、
そ
の
最
も
多
く
分
布
す
る
地
方
は
江
蘇
、
瓶
、
江
、
贋
東
三
省
及
び
長
江
沿
岸
と
し
て
い
る
。
江
蘇
、
新
江
二
省

に
つ
い
て
は
、
民
園
二
十
二
年
の
鯨
別
「
沙
回
」
統
計
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
江
蘇
省
(
共
計
八
一
四
寓
畝
〉
で
は
丹
陽
、
如
泉
、
濯

雲
、
南
通
、
江
寧
各
腕
の
順
で
分
布
し
、
漸
江
省
(
共
計
四
八
八
禽
九
千
三
百
畝
)
で
は
徐
挑
、
粛
山
、
杭
、
臨
海
、
寧
海
各
鯨
の
順
で
分
布

し
て
い
た
。
最
近
の
海
塗
墾
圏
(
干
拓
回
)
面
積
統
計
に
よ
れ
ば
、
漸
江
省
で
は
、
杭
、
除
杭
、
海
寧
、
海
盤
、
卒
湖
、

稲
山
、
紹
興
、
上

虞
、
慈
縮
、
鎖
海
腕
(
百
蔦
畝
〉
、
都
、
奉
化
、
象
山、

寧
海
、
三
門
牒
(
四
五
寓
畝
)
、
臨
海
、
責
巌
、
温
嶺
豚
(
三
十
高
畝
)
、
楽
清
簡
(
二

八
高
畝
)
、
温
、
瑞
安
、
卒
陽
鯨
(
二
五
高
畝
〉
、
定
海
、
普
陀
、
岱
山
(
一
二
高
畝
)
の
各
地
に
共
計
二
四

O
高
畝
が
分
布
し
て
い
る
。

勿
論
、
如
上
の
数
字
や
分
布
が
宋
元
時
代
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
が
、
大
勢
の
類
推
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
首
該
時
代
で
は
、
こ
の
種
の
統

計
が
殆
ん
ど
無
く
零
細
な
史
料
に
よ
っ
て
断
片
的
に
知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
よ
り
多
く
の
事
例
に
よ
っ
て
統
計
の
空
白
を
埋

め
よ
う
と
思
う
。



〔
杭
州
問
南
岸
〕
先
に
海
塘
建
設
を
考
察
し
た
際
、
そ
の
決
潰
と
被
害
に
も
言
及
し
む
が
例
え
ば
、
南
宋
嘉
定
末
年
頃
、
知
紹
興
府
で
あ

っ
た
狂
綱
の
俸
に
「
(
紹
輿
府
)
属
邑
諸
鯨
は
海
に
瀕
す
:
:
:
、
瀕
海
(
の
地
)
は
塘
に
籍
り
て
固
と
篤
す
も
、
隈
岸
は
坦
れ
易
く
、
蹴
歯
、

稼
を
害
う
。
歳
ミ
損
う
こ
と
動
も
す
れ
ば
数
十
寓
畝
、
租
を
鏑
く
こ
と
も
亦
た
蔦
も
て
計
う
:
:
:
、
郡
は
絹
銭
三
高
を
備
え
、
専
ら
修
築
に

備
う
。
市
し
て
海
田
始
め
て
固
し
」
(
宋
史
列
博
一
ム
ハ
七
)
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
山
陰
豚
で
は
嘉
定
四
年
に
海
塘
が
決
潰
し
、
民
回
数
十

里
、
斥
歯
の
地
十
寓
畝
が
漂
渡
し
ハ
宋
史
五
行
志
)
、
同
六
年
に
は
海
塘
の
決
潰
五
千
丈
、
斥
歯
の
地
の
漸
壊
す
る
者
七
寓
儀
畝
に
及
ん
だ
と

あ
る
(
曾
稽
績
志
巻
四
)
。
被
災
地
域
の
大
部
分
を
占
め
る
清
風
、
安
昌
南
郷
は
現
在
の
南
沙
(
牟
島
部
)
の
附
根
に
嘗
り
、
第
内
に
十
寓
畝
に

及
ぶ
斥
歯
の
地
(
海
田
)
が
存
し
た
。
東
郊
の
曾
稽
牒
東
四
十
里
に
在
る
稽
浦
塘
は
、
唐
開
元
以
来
修
治
さ
れ
て
き
た
防
海
塘
の
一
部
と
考
え

あ

た

ら
れ
る
が
、
南
宋
時
に
は
「
亙
山
、
威
鳳
二
郷
、
其
の
地
に
遁
直
り
、
田
八
百
頃
篤
り
。
前
士
山
『
水
を
蓄
め
以
て
潅
概
に
利
す
』
と
謂
う
も
、

今
、
相
偶
然
と
し
て
跡
な
し
。
市
し
て
海
水
は
田
を
冒
し
、
濁
り
民
病
と
篤
り
、
塘
の
外
、
尋
尺
な
る
能
は
ず
」
(
嘉
泰
曾
稽
志
巻
十
)
と
あ
り
、

栴
浦
塘
の
跡
は
さ
だ
か
で
な
く
、
雨
郷
の
田
八
百
頃
に
は
海
水
が
浸
透
し
、
海
潮
は
塘
外
教
尺
に
迫
っ
て
い
た
。
既
に
明
ら
か
な
如
く
紹
興
地

方
の
開
設
の
歴
史
は
か
な
り
古
い
事
、
嘗
該
地
方
の
海
塘
は
唐
開
元
以
来
修
治
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
事
か
ら
し
て
、
如
上
の
塘
内
の
被
災
田
は

必
ず
し
も
、
宋
時
の
開
墾
に
係
る
も
の
の
み
と
は
言
え
な
い
が
、
宋
元
時
代
の
多
く
の
潮
災
記
録
か
ら
し
て
、
未
だ
生
産
の
安
定
し
な
い
漬
海

田
が
贋
範
園
に
存
し
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
次
に
除
挑
豚
で
は
南
宋
慶
元
二
年
に
海
塘
修
治
財
源
と
し
て
海
塘
旺
(
倉
)
が
設
置
さ
れ
た
が
、
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そ
の
中
に
は
上
林
郷
及
び
東
山
郷
の
海
沙
田
そ
れ
ぞ
れ
二
三

O
畝
、
六
八
三
畝
が
含
ま
れ
て
お
り
、
海
塘
修
復
後
「
海
田
倍
入
に
幾
し
」
と
あ

る
(
綾
鏑
、
攻
娩
集
径
五
九
徐
挑
豚
海
隈
記
)
。
ま
た
、
開
元
、
孝
義
二
郷
に
は
毎
歳
亭
民
が
寂
褒
瓜
読
を
種
植
す
る
海
滋
塗
回
二
四
一
畝
が
贈
皐

回
に
編
入
さ
れ
て
い
る
(
越
中
金
石
キ
雀
十
、
孫
元
象
、
徐
挑
州
儒
皐
殿
回
記
〉
。

〔
明
州
〕
鄭
豚
朔
鳳
郷
十
二
都
及
び
十
三
都
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
一
二
畝
三
角
十
二
歩
三
尺
、
一

O
O畝
の
海
塗
回
が
存
し
、
宋
以
来
の
州

皐
田
で
あ
っ
た
(
爾
新
金
石
志
各
二
ハ
元
慶
元
路
儒
撃
塗
田
記
)
。
慈
諮
鯨
に
も
賠
皐
海
塗
団
地
五
九
九
畝
二
角
三
五
歩
が
存
し
た
(
至
正
四
明
績
志

各
七
〉
。
定
海
豚
で
は
康
恵
院
に
奮
海
塘
回
一

O
九

O
畝
一
角
、
新
海
塘
回
二
四
五
畝
三
十
歩
が
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
畝
三
斗
、
二
斗
の
租
を
納
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め
て
い
た
(
資
慶
四
明
績
志
巻
四
康
悪
院
田
租
総
数
〉
。
奉
化
豚
で
は
、
雨
福
山
金
石
志
巻
九
、
宋
般
若
曾
善
知
識
洞
記
に
「
(
前
略
)
奉
化
東
村
に
就

い
て
官
地
海
塗
を
請
い
、
拝
し
て
田
を
魚
る
。
工
傭
浩
博
に
し
て
、
般
若
舎
の
儲
め
る
所
を
以
て
之
を
用
う
。
足
ら
ざ
れ
ば
叉
た
大
慧
(
稗
師
)

に
請
い
衣
鉢
も
て
之
を
助
け
、
金
十
蔦
絹
を
合
す
」
と
あ
り
、
宋
糠
、
宋
皐
土
文
集
巻
四
三
芝
園
前
集
巻
三
、
四
明
阿
育
王
山
贋
利
稗
寺
碑
銘
に

「
奉
化
豚
忠
義
郷
に
お
い
て
海
塗
に
提
し
、
回
一
千
絵
畝
を
煎
る
。
般
若
荘
と
名
つ
く
」
と
見
え
浄
財
十
寓
絹
を
以
て
海
塗
田
千
絵
畝
を
造
成

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
寺
院
に
よ
る
海
塗
田
造
成
の
例
は
多
く
、
元
、
貢
師
泰
、
玩
驚
集
巻
九
、
四
明
慈
済
寺
碑
に
「
昔
は
田
入
の
数
僅
か
に

二
百
畝
。
而
る
に
象
山
(
豚
〉
の
塗
田
叉
た
轍
ち
水
に
壊
さ
る
。
今
、
幸
に
堤
を
成
り
、
亦
た
己
に
之
に
倍
す
」
と
あ
り
、
雨
漸
金
石
志
巻
九

宋
故
宏
智
稗
師
妙
光
塔
銘
に
も
(
天
童
山
景
徳
寺
僧
正
〉
宏
智
縄
師
の
事
績
の
一
つ
と
し
て
「
叉
た
漬
海
の
隙
に
即
き
て
院
を
築
き
、
其
の
蹴
歯

を
障
り
て
之
を
耕
し
、
以
て
借
供
に
給
す
」
と
あ
る
。
天
童
山
景
徳
寺
は
こ
の
海
塗
田
造
成
で
歳
入
増
益
し
、
四
明
の
甲
剰
と
震
る
の
み
な
ら

ず
、
東
南
数
千
里
に
お
い
て
も
第
一
に
推
さ
れ
、
紹
照
四
年
に
は
海
荘
倍
稔
し
、
穀
三
千
餅
を
嵐
す
に
至
っ
た
と
い
う
(
棲
鏑
、
攻
塊
集
各
五
七

天
堂
山
千
併
問
記
)
。
全
島
が
併
寺
と
い
わ
れ
る
昌
園
鯨
で
は
更
に
盛
ん
で
、
乾
道
四
明
園
経
巻
十
、

王
存
中
、

並
目
慈
稗
院
新
型
荘
開
請
塗
田
記
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に
「
(
北
宋
)
大
観
中
、
海
塗

一
段
、
地
名
富
都
郷
白
泉
島
を
請
い
、
歳
ヒ
穀
千
餅
を
得
た
り
。
自
後
、
荒
蕪
し
て
治
め
ず
、
放
を
以
て
常
住
空

闘
し
て
毎
ご
と
に
食
足
ら
ざ
る
の
嘆
あ
り
。

一
日
、
頭
陀
の
宗
新
ら
七
人
有
り
、
道
心
を
開
設
し
、
身
ら
傍
役
に
任
じ
、
其
の
田
を
復
治
す
e

九

そ
三
年
を
歴
て
而
る
後
に
成
る
。
是
に
於
い
て
石
喫
三
問
、
呼
岸
二
百
丈
を
建
て
、
番
括
、
稜
鋤
の
具
を
備
え
畢
り
、
歳
ミ
大
水
早
無
し
」
と

あ
る
。
こ
の
工
事
は
南
宋
紹
興
三
十
年
か
ら
三
年
を
か
け
て
行
な
わ
れ
た
が
、
同
寺
は
乾
遁
淳
照
の
聞
に
も
寺
僧
の
手
で
海
塗
の
干
拓
を
行
な

っ
て
い
る
。
同
鯨
蓬
莱
郷
岱
山
の
超
果
寺
も
「
(
五
代
)
天
一
帽
の
時
に
嘗
り
、

主
信
恵
説
有
り
、
高
亭
西
容
に
海
塗
を
請
い
田
を
漏
る
。
崇
寧
、

政
和
の
問
、
仲
章
は
馬
乳
山
大
陶
器
、
谷
患
の
地
に
田
を
復
す
。
上
熟
に
遇
う
も
才
か
に
以
て
牢
歳
を
支
す
に
足
る
の
み
。
近
ご
ろ
叉
た
寺
僧
恵

輿
を
得
て
鉢
孟
を
摘
し
衆
を
募
り
、

一
カ
経
営
す
る
に
縁
り
荘
成
り
、

卒
歳
の
墓
を
途
ぐ
」
(
大
徳
昌
園
州
国
経
巻
七
寺
院
)

と
あ
り
、

五
代
、

宋
、
元
と
海
塗
田
造
成
の
努
力
が
績
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
昌
園
鯨
に
お
け
る
漬
海
田
造
成
に
つ
い
て
、
賓
慶
四
明
績
志
巻
二
十
紀
揮
に

「
烏
石
塘
三
あ
り
。

一
は
馬
秦
容
に
在
り
、

一
は
下
塘
頭
千
歩
砂
に
在
り
、

一
は
桃
花
容
に
在
り
。
昔
は
皆
な
大
洋
な
り
。
百
年
の
聞
に
或
は



砂
を
巻
き
以
て
堤
を
漏
り
、
或
は
石
を
堆
め
て
以
て
塘
を
信
用
り
、
中
は
膏
映
と
成
り
、
人
力
を
以
て
せ
ず
。
然
ら
ば
則
ち
沿
海
獲
じ
て
桑
田
と

な
る
は
虚
言
に
非
る
な
り
」
と
あ
り
、
干
拓
国
造
成
に
お
け
る
自
然
の
力
、
沙
濯
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
提
で
あ
っ
て
、
寺

院
等
に
よ
る
多
大
の
務
力
と
資
金
の
投
下
が
あ
っ
て
始
め
て
耕
地
と
な
る
事
は
多
く
の
事
例
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
昌
園
鯨
の
海
塗
回
造
成
は

寺
院
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
開
慶
四
明
績
志
巻
一
増
擁
養
土
田
産
に
よ
れ
ば
、
差
土
田
に
接
入
さ
れ
た
昌
園
牒
塗
田
六
八

O
敵
三
角

二
三
歩
は
、
も
と
在
登
道
な
る
者
の
所
有
に
係
り
、
在
官
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
元
、
慶
元
路
儒
皐
々
産
中
の
塗
回
二
百
畝
も
浪
官
以

前
は
「
葡
盟
大
家
」
所
有
の
も
の
で
あ
っ
た
(
雨
新
金
石
志
径
一
七
一
元
慶
元
路
重
修
儒
皐
記
〉
。

皐
団
関
係
で
は

翁
洲
書
院
回
の
中
に
も
塗
回
一

五
O
畝
が
見
え
る
(
大
徳
田田
園
州
国
キ
雀
二
〉
。

以
上
の
如
き
旺
盛
な
漬
海
国
造
成
は
官
田
中
の
海
塗
白
面
積
に
も
反
映
し
て
お
り
、

四
六
一
九
九
畝
三
分
(
元
大
徳
元
年
)
、
四
九
八
四
六
畝
八
分
(
大
徳
二
年
)
と
増
加
し
て
い
る
。
官
田
土
全
穫
が

五
一
三

O
八
畝
徐
で
あ
っ
た
か
ら
、
宮
田
の
殆
ん
ど
は
海
塗
固
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
(
同
上
書
室
三
。

二
七
六
八

三
畝
二
角
六
九
歩
(
宋
)
、

〔
台
州
〕
北
宋
照
寧
の
頃
、

ム口、

(
績
資
治
、
通
鑑
長
編
巻
二
四
八
回
山
寧
六
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温
二
州
九
懸
の
沙
塗
回
一
千
一
百
齢
頃
が
新
た
に
根
括
さ
れ
て
い
る

年
十
二
月
辛
卯
の
篠
)
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
漬
海
地
開
設
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
嘉
定
赤
城
志
巻
二
ニ
版
籍
門
一
の
田
土
統
計
に
よ
れ

ば
、
沿
海
三
鯨
に
は
、
臨
海
豚
二
四
七
七
一
畝
三
角
五
二
歩
、
黄
巌
鯨
一
一
八
一
一
畝
一
角
一
一
歩
、
寧
海
豚
六
八
六
畝
三
角
二
四
歩
の
海

塗
回
が
登
籍
さ
れ
て
い
た
。
台
州
に
お
い
て
も
具
鐙
的
事
例
で
は
併
寺
関
係
の
も
の
が
多
い
。
台
州
金
石
録
巻
十
提
奉
司
菟
納
塗
田
盟
公
擦
に

よ
れ
ば
、
臨
海
豚
鴻
一
砺
稗
寺
は
先
に
承
恩
郷
武
甲
石
井
岐
に
塗
田
を
造
成
し
、
己
に
二
税
を
徴
せ
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
上
瞳
額
一

二
五
碩
が
課
せ
ら
れ
た
魚
、
提
翠
司
に
公
擦
を
乞
い
、
石
に
刻
ん
で
誼
援
と
し
た
。
こ
れ
は
盟
国
に
塗
田
を
造
成
し
た
珍
し
い
例
で
あ
る
。
ま

た
向
上
巻
五
大
宋
台
州
臨
海
豚
併
窟
山
昌
園
稗
院
開
塗
田
記
に
よ
れ
ば
、
同
院
は
院
の
北
二
十
里
の
高
湖
堰
近
く
に
塗
田
を
造
成
し
て
い
る
。

同
記
に
は
海
塗
田
造
成
の
過
程
を
述
べ
て
、
台
州
は
「
山
を
負
い
海
に
並
う
。
阪
田
は
隠
薄
に
し
て
下
土
は
塗
泥
な
り
。
側
耕
危
穫
し
て
基
麓

を
計
較
す
。
是
を
以
て
富
者
は
肝
陪
を
連
ね
る
無
く
、
中
人
は
皆
な
尋
常
を
争
う
。
惟
だ
海
漬
の
贋
斥
の
地
の
み
人
力
を
褒
め
、
防
を
以
て
止

水
す
。
趨
る
こ
と
時
に
猛
獣
鴛
鳥
の
護
す
る
如
く
、
牧
穫
す
る
こ
と
冠
盗
の
至
る
が
如
し
。
或
は
以
て
大
利
を
得
ベ
し
。
農
の
此
を
知
る
者
多
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し
。
之
に
過
ぎ
る
者
は
其
の
槍
刈
縛
鱒
を
挟
み
、
威
な
撃
菓
疾
稜
の
心
有
り
。
幸
に
し
て
官
に
請
う
を
得
る
も
、
主
伯
、

E
旗
、
強
弱
の
力
、

限
り
有
り
。
比
問
、
放
議
、
郷
州
の
心
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
棄
て
我
取
り
、
多
く
は
併
の
手
に
蹄
す
」
と
あ
る
。
こ
の
文
は
「
近
村
の

農
民
達
が
鯨
司
の
認
可
を
得
ぬ
ま
ま
、
我
先
き
に
耕
作
可
能
な
庭
か
ら
種
植
を
始
め
て
い
た
こ
と
:
:
:
、
水
利
回
を
開
設
す
べ
き
塗
泥
地
に
近

ペ
リ

村
農
民
の
利
害
が
絡
ん
で
い
た
こ
れ
」
を
一不
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
格
的
墾
園
工
事
以
前
、
圃
場
改
良
を
施
さ
ぬ
段
階
で

一
種
略
奪
的
農
業

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

〔
温
州
〕
南
宋
、
臭
一訴
の
鶴
林
集
巻
三
九
温
州
動
農
文
に
よ
れ
ば
、
温
州
地
方
の
漬
海
卒
野
は
元
も
と
塗
泥
の
地
で
、
南
宋
時
に
は
贋
く
斥
け

て
不
耕
の
回
無
く
、
遍
く
稲
姿
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
州
南
の
卒
陽
鯨
古
内
全
郷
も
「
相
俸
う
る
に
海
濃
の
地
鶏
り
」
(
元
、
奈
芳
、
卒
陽
寓
全
海
陵
記
、

民
図
卒
陽
豚
士
山
谷
七
)
と
あ
る
。
こ
う
し
た
漬
海
卒
野
で
は
海
潮
災
害
が
著
し
く
、
宋
曾
要
、
瑞
異
三
l
七
、
乾
道
二
年
十
一
月
六
日
の
僚
に

「
旨
を
被
り
、
温
州
に
前
去
し
存
撫
、
賑
値
す
る
に
、
被
水
の
去
庭
は
並
な
海
に
沿
う
。
今
来
、
人
戸
の
田
畝
壷
く
海
水
の
衝
蕩
を
被
り
、
麟

歯
土
脈
に
浸
入
し
、
未
だ
耕
種
す
べ
か
ら
ず
。
粂
ね
て
今
次
の
水
災
の
後
、
損
失
せ
る
人
口
少
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
卒
陽
豚
で
は
、
こ
の
頃
か

ら
海
塘
の
整
備
、
私
堰
私
煉
の
整
理
、
旋
門
建
設
な
ど
防
潮
、
濯
瓶
施
設
の
再
編
成
が
進
展
し
て
い
向
。
翌
三
年
に
建
設
さ
れ
た
幌
北
高
全
郷
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の
沙
塘
陵
門
は
瑞
安
照
二
郷
を
含
む
三
郷
四
千
除
頃
の
田
を
濯
慨
す
る
基
幹
施
設
で
あ
る
が
、
塗
田
を
経
営
し
歳
入
租
穀
三
百
石
を
以
て
修
治

財
源
に
充
て
て
い
た
(
乾
隆
卒
陽
肝
雲
仙
巻
八
〉
。
ま
た
鯨
南
の
陰
均
陸
門
も
そ
う
し
た
基
幹
施
設
の
一
で
あ
る
が
、
南
宋
嘉
定
元
年
の
築
造
の
際
、

其
の
努
の
塗
地
を
経
営
し
て
社
倉
田
と
し
て
い
る
(
南
宋
、
楊
筒
、
慈
湖
先
生
遺
書
巻
二
永
嘉
卒
陽
陰
均
健
記
〉
。
具
鐙
的
な
海
塗
回
造
成
の
例
と
し

て
は
、
南
宋
、
葉
適
の
水
心
別
集
巻
二
ハ
後
線
、
買
回
数
に
「
縞
か
に
見
る
に
、
目
前
、
官
員
、
管
下
繁
清
の
地
名
樫
江
に
就
い
て
海
塘
を
築

捺
す
。
海
塘
己
に
施
行
す
る
結
一
異
に
は
及
ば
ず
。
今
、
前
項
の
出
剰
の
所
管
銭
或
は
官
司
借
擁
銭
を
賂
て
、
心
力
有
る
郷
豪
に
委
ね
て
専
一
措

置
せ
し
め
、
築
捺
成
就
す
れ
ば
、
仰
せ
て
此
の
一
項
の
穀
子
も
て
前
項
の
借
請
を
補
填
せ
し
め
ん
。
築
捺
し
畢
る
を
候
ち
、
委
ね
し
所
の
人
に

A
明
U
守

ん
H
凶、

二
分
を
以
て
務
を
酬
い
、
或
は
別
に
推
賞
を
議
る
:
:
:
。」
と
あ
る
。

有
名
な
葉
適
の
賠
軍
買
田
計
董
の

一
項
で
、
永
嘉
鯨
で
買
上
げ
た
贈
軍

回
枚
入
の
一
部
を
以
て
、
建
設
途
中
の
海
塗
回
を
竣
工
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
計
重
は
別
に
し
て
、
そ
れ
以
前
の
官
員
に
よ
る



海
塘
修
築
は
事
賓
で
あ
る
。
こ
の
例
は
明
ら
か
に
塘
内
に
未
開
設
地
を
残
し
た
ま
ま
の
海
塘
建
設
で
あ
る
事
は
確
か
で
、
官
府
に
よ
る
一
種
の

先
行
投
資
な
の
か
、
自
ら
塗
田
造
成
ま
で
行
な
わ
ん
と
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
後
者
で
あ
れ
ば
珍
し
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

4
3
，
 

，“u、

〔
踊
州
〕
一
幅
州
地
方
の
漬
海
地
開
設
の
歴
史
は
、
南
湖
、
准
南
に
'
次
い
で
古
い
。
淳
照
三
山
志
巻
一
六
版
籍
類
七
水
利
に
「
唐
志
、
闇
鯨
の

東
五
里
に
海
醍
有
り
。
大
和
三
年
、
令
李
茸
築
く
。
初
め
毎
歳
六
月
、
潮
水
は
蹴
歯
に
し
て
禾
苗
多
く
死
す
。
陸
成
り
、
漢
水
を
瀦
め
稲
を
殖

ぅ
。
其
の
地
三
百
戸
、
皆
な
良
田
と
な
る
(
田
は
五
十
里
の
海
漬
漏
り
。
今
、
鯨
東
二
十
里
、
函
潮
の
到
ら
ざ
る
所
な
り
、
組
皐
に
し
て
水
渇

す
れ
ば
則
ち
時
と
し
て
至
る
。
然
れ
ど
も
常
に
は
爾
ら
ず
〉
。
長
祭
十
里
に
海
隠
有
り
。
大
和
七
年
、
令
李
茸
築
く
。

十
斗
門
を
立
て
以
て
潮

を
禦
ぐ
。
阜
あ
れ
ば
則
ち
瀦
め
、
雨
ふ
れ
ば
則
ち
洩
す
。
芳
皆
な
良
田
と
成
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聞
豚
か
ら
長
繁
鯨
東
界
に
至
る
石
海
塘
の

建
設
に
よ
る
海
潮
の
遮
断
と
淡
水
の
瀦
蓄
を
以
て
、
五
十
里
に
亙
る
漬
海
田
が
良
固
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
嘗
時
(
八
二
九
J
三
三
年
)
鯨
東

五
里
に
海
塘
が
存
し
た
が
、
そ
の
後
墾
田
が
準
み
、
南
宋
時
に
は
鯨
東
二
十
里
の
地
ま
で
海
潮
が
遠
の
い
て
い
た
。
向
上
書
巻
二
一
版
籍
類
に

は
沙
洲
回
と
海
田
の
統
計
が
あ
り
、
南
宋
淳
照
頃
の
面
積
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

沙
洲
田
二
百
七
十
一
頃
九
十
八
畝
二
角
十
三
歩
(
闇
豚
一
百
三
十
一
頃
二
十
畝
、
侯
官
鯨
二
頃
六
十
一
畝
三
十
四
歩
、
一
懐
安
厭
一
百
三
十

- 39ー

八
頃
一
十
七
畝
一
角
二
十
八
歩
〉

海
田
一
千
二
百
三
十
頃
有
奇
、
外
長
五
千
六
百
二
十
丈
(
西
稗
寺
蘇
渓
田
一
百
五
頃
弁
園
塘
三
十
除
頃
。
法
海
綿
村
田
百
徐
頃
、
歳
入
五

千
餅
。

霊
石
百
麟
洋
回
遊
長
蔦
有
一
千
尺
、
受
種
六
百
餅
。
責
馨
(
繋
)
鄭
渚
田
堤
長
三
千
二
百
絵
尺
。
香
巌
上
下
洋
回
堤
遊
九
百
丈
。

霊
石
燃
興
田
周
圏
三
千
三
百
除
丈
。
寧
徳
赤
鑑
門
等
田
千
絵
頃
、
宣
和
中
流
魚
海
。
品
開
見
子
後
水
利
殴
塘
門
〉

と
あ
り
、
陸
長
、
面
積
等
の
規
模
を
略
記
し
て
い
る
。
「
徐
は
後
の
水
利
限
塘
門
に
見
ゆ
」
と
あ
り
、
漬
海
新
田
と
限
塘
等
の
水
利
施
設
と
は

一
鐙
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
長
祭
鯨
で
は
、
瀦
防
施
設
の
大
き
な
も
の
と
し
て
は
湖
、

殿
、
馴
の
順
で
、
海
に
拝
(
限
)
し
て
成
る
者

と
し
て
は
塘
、
堰
が
あ
り
、
百
五
十
儀
所
も
存
し
た
(
同
上
書
巻
一
六
水
利
長
繁
勝
)
。
一
幅
清
牒
の
蘇
漠
肢
は
北
宋
天
聖
二
年
、
西
稗
寺
が
省
内
安
、

安
香
二
里
の
地
を
請
い
築
い
た
も
の
で
あ
り
、
同
鯨
安
香
里
の
霊
石
白
麟
洋
は
涯
江
の
南
の
金
山
に
あ
り
、
高
一
丈
三
尺
、
贋
尋
絵
、
長
千
二

661 
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副
ヲ

百
丈
の
院
を
有
し
、
港
大
小
十
て
石
斗
門
を
備
え
、
種
六
百
石
臥
に
瓶
し
た
と
あ
る
。
ま
た
同
鯨
蘇
田
里
の
黄
葉
鄭
渚
田
は
漁
浦
の
南
、
瀕

江
の
地
に
あ
り
、
唐
天
賓
年
聞
に
園
墾
さ
れ
、
後
に
駿
し
北
宋
天
龍
元
年
に
寺
僧
の
手
で
復
興
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
模
は
医
長
三
百
二
十

丈
、
祉
康
三
丈
、
高
二
丈
二
尺
、
斗
門
二
十
四
所
で
あ
っ
た
。
先
の
海
田
の
項
に
翠
げ
ら
れ
た
例
以
外
で
は
、
例
え
ば
、
東
稗
塘
は
北
宋
開
賓

中
に
中
山
の
人
劉
逢
が
漬
海
地
数
千
丈
を
東
稗
寺
に
施
捻
し
た
も
の
で
、
高
一
丈
五
尺
、
厚
三
丈
の
搾
峰
、
港
水
三
道
、
泥
門
十
五
、
斗
門
を

備
え
て
い
た
(
以
上
、
同
上
書
各

一
六
水
利
)
。
ま
た
長
漢
豚
の
営
団
洋
は
、
唐
末
に
赤
岸
里
居
民
が
斥
歯
の
地
千
絵
畝
を
拓
い
た
も
の
で
、
其
の

名
は
闘
が
呉
越
と
の
播
丘
一
の
際
に
其
の
地
を
取
っ
て
軍
費
を
賄
っ
た
故
事
に
因
る
(
乾
降
一
踊
寧
府
志
重
二
六
霞
浦
古
蹟
〉
。
た
だ
同
地
の
濯
瓶
施
設

た
る
笹
田
肢
は
北
宋
開
賓
年
聞
に
著
作
郎
王
文
防
に
よ
り
創
築
さ
れ
、
そ
の
後
紹
要
二
年
、
嘉
定
九
年
、
淳
踊
二
年
に
修
治
さ
れ
て
い
る
(
向

上
書
径
五
霞
浦
豚
坊
堰〉
。
海
田
と
阪
塘
と
は
一
剛
腹
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、

管
田
阪
の
如
く
、
必
ず
し
も
干
拓
造
成
と
同
時
に
濁
自
の
水
利
施
設

の
築
造
が
準
行
し
た
誇
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
一
踊
建
は
併
数
の
盛
行
し
た
地
方
で
、
造
成
工
事
に
は
寺
院
、
寺
信
の
開
興
し
た
も
の
が
多
か
っ

た
。
既
に
述
べ
た
も
の
の
外
、
呑
殿
上
下
洋
、
霊
石
燃
倫
明
(
塘
)
回
、
同
白
麟
洋
回
、
寧
徳
牒
臨
海
里
の
赤
鑑
阪
な
ど
が
あ
り
、
赤
鑑
阪
は
北

- 40ー

宋
元
一
応
四
年
に
土
民
林
圭
と
聖
泉
寺
借
養
器
が
阪
下
百
六
十
戸
に
提
唱
し
て
築
い
た
も
の
で
あ
っ
た
(
淳
照
三
山
志
各

一
六
水
〉
。
次
に
沙
洲
田
だ

が
、
問
、
侯
官
、
懐
安
三
鯨
に
分
布
し
て
い
る
。
「
雨
熟
の
潮
回
世
に
濁
り
無
く
:
:
:
、
潮
田
街
郭
三
鯨
を
出
で
ず
」
(
淳
照
三
山
志
各
四
一
)
と

あ
り
、
沙
洲
固
と
潮
田
と
は
分
布
を
一
に
し
て
い
る
。
後
述
の
如
く
、
潮
田
は
潮
汐
を
利
し
た
洲
田
で
あ
り
、
淳
照
三
山
志
の
言
う
沙
洲
固
と

は
同
書
中
に
見
え
る
潮
田
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

A
汁
叫
，

ん
川
u「

〔
輿
化
軍
〕
背
回
鯨
の
沿
海
地
開
援
も
比
較
的
早
く
か
ら
進
ん
で
い
る
。
森
田
明
、
周
藤
吉
之
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
瀬
渓
の
北
、
北
洋
の

組
織
的
開
設
は
、
唐
建
中
年
聞
に
邑
人
臭
興
が
防
潮
陸
を
築
き
田
を
造
成
し
、
延
蕎
肢
を
築
い
て
四
百
頃
を
濯
概
し
た
の
に
始
ま
る
。
南
洋
の

場
合
、
唐
元
和
八
年
、
観
察
使
袈
次
元
が
海
に
隠
を
築
い
て
田
三
百
三
十
二
頃
を
造
成
し
て
い
る
。
南
陽
比
事
巻
七
に
「
鯨
、
奮
と
田
多
く
蒲
生

ず
る
の
故
を
以
て
南
固
と
日
う
」
と
あ
る
の
は
、
開
設
の
嘗
初
の
情
況
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
方
で
は
漬
海
の
新
田
の
醒
防
を
長
圏

と
言
っ
た
ら
し
く
、
南
宋
、
劉
克
荘
、
後
村
先
生
大
全
集
巻
八
八
新
牧
三
歩
池
に
「
瀕
海
の
回
皆
な
陸
に
依
り
て
固
と
鶏
し
、
長
圏
と
日
う
」
と



あ
る
J
Oし
か
し
、
背
田
卒
野
の
開
震
に
重
期
的
準
展
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
北
宋
照
寧
八
年
、
一
幅
州
侯
官
の
人
李
宏
に
よ
る
木
蘭
肢
の
建
設
で

ん
H
や

あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
先
ず
南
洋
の
斥
歯
の
地
が
悉
く
化
し
て
上
映
と
な
り
、
・
次
い
で
元
皇
慶
、
延
一
筋
年
聞
に
総
管
郭
架
見
等
に
よ
り
高
金

品
川
リ

陵
門
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
北
洋
も
阪
水
の
三
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
木
蘭
阪
の
外
、
南
安
破
、
太
卒
阪
等
の
設
置
に
よ
り
従
来
海
潮

の
倒
濯
に
悩
ん
で
い
た
漬
海
田
は
淡
水
を
得
、
後
世
の
所
謂
洋
田
と
い
う
第
一
等
地
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
た
だ
、

A
N
マ

北
宋
大
中
鮮
符
中
、
北
洋
に
農
業
用
水
源
を
絶
た
れ
た
沿
海
輔
地

一
千
絵
噴
が
存
し
、
殆
ん
ど
放
棄
さ
れ
て
い
た
事
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
潰

海
新
田
開
設
の
前
線
は
先
の
洋
回
の
外
縁
で
進
行
し
て
い
た
。

〔
泉
州
〕
嘗
該
時
代
の
史
料
に
は
、
潰
海
田
造
成
の
具
瞳
例
は
見
嘗
ら
な
い
。
唯
だ
亙
日
江
鯨
の
水
利
施
設
に
つ
い
て
「
凡
そ
諸
ゆ
る
港
、
浦
、

燥
、
塘
皆
な
古
人
の
海
を
填
め
て
之
を
成
る
」
(
讃
史
方
輿
紀
要
巻
九
九
)
と
あ
り
、
上
記
の
各
種
水
利
施
設
が
漬
海
田
造
成
に
伴
な
う
も
の
で
あ

っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
施
設
の
築
造
例
を
以
て
開
護
紋
況
を
概
観
す
る
に
止
め
る
。
菅
江
豚
の
東
南
、
登
漏
里
に
あ
る
天

水
准
は
、
唐
大
和
三
年
に
刺
史
趨
祭
が
開
撃
し
た
用
水
路
で
、
省
、
活
渓
水
を
大
渠
一
道
二
千
九
百
丈
及
び
小
渠
八
道
積
長
二
千
五
十
八
丈
を

以
て
、
漬
海
の
麟
歯
の
田
百
八
十
頃
に
導
き
、
潮
汐
の
来
去
に
従
い
三
十
五
所
(
後
に
三
所
)
の
酒
を
啓
閉
し
て
排
水
し
た
(
向
上
書
、
乾
陵
耳
目
江

豚
志
巻
一
湖
塘
阪
壊
)
。
同
鯨
二
十
九
都
の
六
里
肢
は
、
永
靖
、
和
風
等
六
里
に
亙
り
全
豚
の
水
田
三
分
の

一
を
瓶
す
、
麻
最
大
の
水
利
施
設
で

あ
る
。
水
路
の
途
中
及
び
末
端
に
数
箇
所
の
斗
門
を
築
き
淡
水
を
瀦
め
海
潮
を
拝
い
で
い
る
が
、
そ
の
一
の
煙
浦
球
(
陸
三
宮
内
丈
、
斗
門
〉
は

北
宋
期
に
成
立
し
、
そ
の
後
治
卒
三
年
、
建
中
靖
園
元
年
、
靖
康
元
年
に
倒
壊
し
、
そ
の
都
度
修
復
さ
れ
て
い
る
(
乾
隆
育
江
豚
志
巻
て
巻
一

六
明
、
陳
深
、
論
六
里
阪
水
利
害
〉
。
海
塘
(
防
潮
匠
)
の
修
築
が
本
格
化
し
た
の
も
こ
の
頃
で
、
向
上
書
巻
二
ハ
明
、
奈
清
、
海
岸
長
橋
記
に

た
っ
〈

「
海
漬
の
地
、
融
流
浸
潤
し
て
回
る
べ
か
ら
ず
。
昔
人
因
り
て
大
堤
を
築
き
、
以
て
其
の
流
を
止
め
、
而
し
て
内
に
澗
水
を
蓄
め
、
以
て
回
を

瓶
す
こ
と
殆
ん
ど
千
絵
頃
た
り
。
傍
堤
の
港
、
石
を
駕
え
以
て
行
者
に
便
す
る
こ
と
七
百
七
十
徐
聞
を
計
え
、
遁
じ
て
海
岸
長
橋
と
名
づ
く
:
・

・
、
其
の
工
最
も
飽
く
其
の
利
最
も
薄
し
。
故
老
、
遺
文
の
所
停
に
擦
る
に
、
橋
は
宋
乾
道
の
聞
に
成
り
、
其
の
事
を
主
る
者
は
陳
君
充
な

り
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
海
水
遮
断
の
震
の
施
設
は
、
こ
の
時
代
他
に
も
盛
ん
に
築
造
さ
れ
て
い
る
が
、
海
潮
の
干
潟
を
利
用
し
た
所
謂
ア
オ

- 41ー
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A
明
4
，

濯
慨
も
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
北
宋
、
奈
裏
、
端
明
集
巻
三
八
尚
書
司
封
員
外
郎
曹
公
墓
誌
銘
(
大
中
群
符
五
年
進
士
)
に
「
瀕
海
に
渠

道
有
り
。
潮
波
を
迎
え
て
努
回
数
十
里
を
概
浸
す
。
渠
水
浬
塞
し
て
よ
り
田
蕪
れ
租
遁
す
。
公
(
曹
惰
睦
)
渠
を
疏
し
流
入
の
業
に
還
る
を
興

す
」
と
あ
る
。
ま
た
南
宋
、
棲
鏑
、
攻
娘
集
巻
八
八
敷
文
閤
摩
土
宣
奉
大
夫
致
仕
贈
特
準
在
公
行
紋
に
「
(
海
)
中
に
沙
洲
数
寓
畝
有
り
、
卒

湖
と
蹴
す
。
忽
ち
島
夷
の
此
舎
邪
と
披
す
る
者
の
痛
に
奄
い
に
至
り
、
査
く
種
う
る
所
を
刈
ら
る
」
と
あ
り
、
南
宋
隆
興
七
年
頃
、
数
寓
畝
に

及
ぶ
瀕
海
沙
洲
が
あ
り
、
既
に
種
植
さ
れ
て
い
た
。

〔
湾
州
〕
乾
隆
龍
渓
豚
志
巻
六
水
利
の
冒
頭
に
同
豚
の
水
利
概
況
を
述
べ
て
「
南
よ
り
東
は
則
ち
海
塙
な
り
。
誠
函
に
し
て
用
う
べ
か
ら
ず
。

支
津
交
渠
を
以
て
芳
注
遠
達
す
る
こ
と
有
る
に
非
れ
ば
、
則
ち
田
は
皆
な
棄
地
と
な
る
。
宋
の
丁
知
幾
、
官
港
を
聞
き
柳
川
営
江
の
水
を
逼
ず
。

文
甲
よ
り
石
美
に
至
る
三
十
蝕
里
、
田
二
百
頃
を
概
す
e

後
人
因
り
て
阪
を
築
き
問
を
建
つ
。
一
時
の
疏
撃
の
功
、
高
世
に
及
ぶ
。
且
つ
輔
歯

は
惟
だ
に
用
う
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
叉
た
潮
習
に
苦
し
む
。
海
水
一
た
び
蕩
糠
す
れ
ば
、
地
は
数
載
不
毛
と
な
る
。
故
に
十
一
都
の
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山
芹
十
有
三
、
二
十
八
都
の
岸
三
十
有
三
、
二
十
九
都
の
球
十
有
七
多
く
之
を
震
る
。
所
以
に
之
を
防
い
で
而
る
後
、
斥
歯
憂
え
ず
、
香
挿
阻

む
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
照
東
南
部
、
海
塙
の
地
の
開
設
で
は
隠
球
、
溝
渠
等
の
築
造
が
不
可
依
で
あ
っ
た
。
南
宋
淳
照
二
年
、
丁
知
幾
兄

弟
が
建
設
し
た
官
港
は
、
そ
の
本
格
的
工
事
の
始
ま
り
で
、
長
三
十
徐
里
、
潤
十
八
尺
、
深
十
六
尺
の
溝
渠
、
斗
門
二
所
を
備
え
て
い
た
(
向

上
書
巻
一
五
人
物
)
。
同
豚
八
、
九
都
(
後
に
海
澄
厭
の
地
)
の
田
を
慨
す
太
保
阪
も
、
そ
う
し
た
施
設
で
、
高
暦
湾
州
府
志
巻
三

O
元
、
林

魁
、
太
保
限
記
に
「
(
上
略
)
乃
ち
昔
、
都
官
謝
公
海
に
築
い
て
田
を
成
る
。
初
め
斥
』
図
を
病
う
。
権
い
で
太
保
陳
公
復
た
十
一
都
九
十
九
坑

の
水
を
引
い
て
八
都
に
流
街
し
九
都
に
注
ぐ
。
候
山
に
阪
を
築
き
引
を
聞
き
、
順
い
て
之
を
導
き
以
て
田
を
濯
す
。
下
り
て
普
賢
に
至
り
、
復

い
し
づ
み

た
斗
門
を
闘
し
以
て
瀦
捕
に
便
ず
。
其
の
地
、迭
に
沃
土
と
成
り
、
歳
牧
は
銀
首
問
た
り
。
肢
は
陳
太
保
と
競
す
。
官
限
の
馴
の
長
三
千
絵
丈
、

帥

潤
二
丈
、
深
七
尺
た
り
」
と
あ
る
。
北
宋
照
寧
六
年
進
士
の
謝
伯
宜
が
致
仕
後
、
漬
海
田
を
造
成
し
た
嘗
初
は
十
分
な
る
水
源
を
確
保
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
後
の
太
保
般
の
築
造
を
以
て
始
め
て
安
定
し
た
水
の
供
給
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
南
宋
、
陳
淳
、
北
漠
先
生
全
集
巻

二
六
上
湾
寺
丞
論
皐
糧
に
「
本
皐
の
官
洲
妊
田
に
三
洲
有
り
。
年
ミ
占
穏
穀
一
千
五
百
餅
を
科
す
。
其
の
大
な
る
者
を
北
洲
と
日
い
、
該
に
九



百
六
十
餅
を
納
む
べ
し
。
次
の
二
洲
は
共
に
五
百
四
十
斜
。
今
北
(
洲
〉
は
洪
水
の
震
に
流
崩
し
て
、
未
だ
控
躍
有
ら
ず
。
淳
照
の
開
、
趨
師
治

は
田
を
合
し
て
皐
に
入
る
。
其
の
田
の
下
に
沿
生
せ
る
泥
淡
、
皐
は
中
歳
に
高
草
銭
一
百
九
十
一
貫
を
牧
む
る
も
、
殆
ん
ど
以
て
北
洲
の
崩
れ

し
所
の
地
位
を
禅
補
す
る
に
足
ら
ず
」
と
あ
り
、
租
穀
千
五
百
刷
所
も
あ
る
相
首
大
き
な
洲
田
で
あ
っ
た
。

〔
潮
州
〕
南
宋
、
責
斡
の
糞
勉
粛
先
生
文
集
巻
一
二
僻
知
潮
州
復
鄭
知
院
に
「
並
海
の
回
、
蹴
潮
漫
濯
す
。
今
、
雨
を
得
る
と
難
も
亦
た
近

城
の
田
に
及
ぶ
無
く
皆
な
耕
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
水
利
事
情
の
悪
い
漬
海
田
が
聞
か
れ
て
い
た
。
ま
た
潮
州
で
も
贈
皐
田
の
中
に
沙
洲
田

ふ
V
V

が
含
ま
れ
て
い
た
。

〔
贋
州
〕
珠
江
下
流
デ
ル
タ
は
、
准
南
、
雨
漸
と
共
に
沙
洲
、
沙
回
の
護
達
し
た
地
域
で
あ
る
。
具
艦
例
に
は
乏
し
い
が
、
南
宋
、
方
大
諜

の
戴
奄
方
公
文
集
巻
三
三
贋
州
乙
巳
勘
農
に
「
贋
(
州
)
の
諸
邑
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
清
遠
、
懐
集
(
豚
〉
は
読
し
て
山
邑
と
矯
し
、
多
く
是

れ
山
田
な
り
。
南
海
、
番
馬
、
増
城
、
東
莞
、
新
舎
、
香
山
邑
皆
な
海
に
瀕
し
、
大
半
は
潮
回
帰
り
。
潮
田
宜
し
く
荒
歳
無
か
る
べ
し
」
と
あ

り
、
漬
海
の
鯨
に
は
よ
く
潮
田
が
護
達
し
て
い
た
。
元
一
統
志
巻
九
慶
州
路
風
俗
形
勢
に
も
「
山
海
に
皆
な
固
有
り
。
山
田
は
力
を
用
い
る
こ

(
中
洲
田
は
)
潮
汐
一
一
再
至
り
、
濯
漉
を
煩
わ
さ
ず
:
:
:
、
魯
園
先
生
唐
庚
字
子
西
嘗
て
詩
に
『
潮
田
に
悪
歳
無
し
・:

と
中
州
の
回
の
如
し
。

- 43-

:
、
』
と
云
う
有
り
。
蓋
し
其
の
賞
を
紀
す
な
り
」
、
「
海
田
の
西
北
に
在
る
者
は
演
水
、
欝
水
の
衝
に
嘗
る
。
積
雨
の
後
、
数
千
里
の
水
得
捕

し
て
下
り
、
必
ず

E
務
有
り
。
或
は
歳
に
三
四
た
び
漫
し
即
ち
退
く
。
浸
す
こ
と
久
し
け
れ
ば
必
ず
白
を
敗
す
」
と
あ
る
。
中
洲
回
、
潮
田
、

海
田
と
も
に
満
潮
時
に
は
冠
水
す
る
よ
う
な
深
田
で
あ
り
、
そ
の
黙
を
濯
翫
の
第
無
し
と
強
調
し
て
い
る
。
有
名
な
南
海
豚
の
桑
園
固
に
代
表

伺

さ
れ
る
、
こ
の
地
方
の
園
基
も
こ
の
頃
か
ら
開
震
が
着
手
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

漬
海
新
田
の
構
造

前
述
の
如
く
、
新
た
な
漬
海
田
造
成
は
海
灘
、
沙
洲
の
形
成
を
前
提
と
す
る
。
即
ち
少
く
と
も
干
潮
時
に
は
海
面
上
に
泥
淡
が
露
出
す
る
段
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階
に
至
り
、
造
成
の
震
の
人
震
が
施
さ
れ
る
。

つ
ま
り
自
然
の
沙
穣
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
泥
訟
の
沈
積
を
促
進
す
る
魚
の
措
置
で
、
先
引
王
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み
ち
し
お

頑
農
書
の
塗
田
の
僚
に
言
う
「
(
塗
〉
上
に
械
草
の
叢
生
す
る
有
ら
ば
、
潮
の
来
り
て
漸
く
塗
泥
を
惹
く
有
る
を
候
つ
」
は
、
藍
葦
等
の
耐
蹴

M
H
 

性
植
物
の
栽
培
に
よ
る
促
波
数
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
沙
田
の
僚
に
言
う
「
四
園
は
宜
葦
耕
密
に
札
て
以
て
陸
岸
を
護
る
」
と
は

h
v
v
 

陸
外
沙
洲
の
伸
張
と
護
岸
数
果
を
意
固
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
藍
の
繁
茂
が
盟
性
土
壌
干
拓
の
第
一
歩
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
所
以
も
そ
こ
に

あ
る
。
次
に
造
成
改
定
地
を
椿
析
や
土
石
壁
で
圏
躍
し
外
潮
か
ら
遮
断
す
る
。
こ
の
潮
止
め
隠
防
は
、
呼
岸
、
匠
岸
、
長
圏
、
塘
、
球
な
ど
と

呼
ば
れ
、
開
国
後
も
風
潮
か
ら
農
田
を
護
る
重
要
な
機
能
を
も
っ
。
元
、
大
徳
昌
園
州
国
志
巻
三
に
も
「
所
謂
る
塗
田
は
、
周
圏
皆
な
械
歯
浸

濯
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
民
自
ら
本
を
備
え
て
提
岸
を
築
捺
し
、
塗
を
し
て
田
と
痛
さ
し
む
。
有
し
時
を
失
し
て
修
め
ず
、

提
岸
崩
漏
す
れ

ば
、
回
復
た
塗
と
鋳
る
」
、
「
吾
が
州
の
周
遁
皆
な
海
に
し
て
、
毎
歳
の
秋
潮
に
拝
海
の
限
、
必
ず
決
す
る
者
有
り
。
惟
だ
に
米
の
牧
む
べ
き
も

の
無
き
の
み
な
ら
ず
、
抑
と
且
つ
回
の
種
質
す
べ
き
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
断
の
提
岸
の
修
治
は
塗
田
の
豊
凶
を
左
右
す
る
の
み
な
ら

ず
、
塗
田
の
存
否
自
桂
に
係
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
南
宋
、
劉
克
荘
の
後
村
先
生
大
全
集
巻
八
八
新
牧
三
歩
世
に
、
隠
長
千
除
丈
、
陸

内
回
数
百
畝
の
干
拓
国
の
世
(
排
水
門
)
を
修
治
し
た
際
、
「
塘
民
日
く
、
猶
お
未
だ
し
な
り
。
内
基
は
固
し
と
錐
も
外
揮
は
密
な
ら
ず
。
久

し
く
す
れ
ば
賂
に
復
た
坦
れ
ん
。
石
を
索
め
て
二
馬
頭
(
塘
)
を
漏
り
、
以
て
潮
を
禦
が
ん
こ
と
を
請
う
」
と
あ
り
、
陸
睦
に
直
角
に
突
き
出
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し
た
補
助
陸
を
以
て
、
水
門
設
置
箇
所
の
如
き
随
塘
の
弱
い
所
や
潮
波
激
し
い
所
を
補
強
し
て
い
る
。
次
に
院
内
施
設
と
し
て
は
、
先
引
の
王

ひ
で
り

頑
農
書
の
塗
田
の
僚
に
、
回
遊
に
甜
水
(
淡
水
〉
溝
を
開
撃
し
、
雨
療
を
瀦
め
て
皐
に
概
ぐ
と
あ
り
、
沙
田
の
篠
に
は
、
田
中
に
潮
溝
を
貫
遁

な
が
あ
め

せ
し
め
早
に
固
に
注
ぎ
、
田
傍
に
大
港
を
繰
ら
し
療
に
は
田
中
の
水
を
排
す
と
あ
る
。
海
塗
田
中
の
水
溝
は
、
そ
の
造
成
直
後
は
土
壌
中
の

盟
分
洗
糠
の
た
め
不
可
紋
の
施
設
で
あ
り
、
淡
化
後
は
瀦
水
陶
も
し
く
は
引
水
溝
と
し
て
機
能
す
る
。
沙
田
中
の
潮
溝
は
、
字
の
如
く
潮
を
導

く
、
水
路
で
あ
る
が
、
潮
水
が
盟
水
で
あ
れ
ば
、
有
害
無
盆
で
あ
る
。
天
下
郡
園
利
病
書
第
二
六
加
(
福
州
府
志
、
一
繭
州
潮
汐
)
に
「
叉
た
一
等

み

色

し

お

し

お

ひ

洲
固
有
り
、
潮
至
れ
ば
則
ち
禾
を
浸
す
る
も
、
汐
き
禾
を
害
う
無
し
。
人
牛
を
偲
り
ず
し
て
牧
穫
は
自
若
た
り
。
有
力
の
家
便
に
随
い
擢
挿

す
。
但
し
東
流
西
復
し
て
遷
徒
常
な
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
潮
溝
は
満
潮
時
の
所
謂
る
ア
オ
を
利
用
で
き
る
沙
田
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
先
述
来
の
「
潮
田
」
と
は
こ
う
し
た
水
田
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
干
拓
国
の
水
溝
の
具
践
例
と
し
て
は
、
一
隅
州
長
繁
懸
の
東
洋
塘



で
「
溝
一
、
長
三
百
四
十
丈
、
閥
八
尺
、
深
五
尺
」
、
一
隅
清
豚
の
東
稗
塘
で
「
雄
内
、
港
水
三
道
」
、
霊
石
自
麟
洋
で
「
港
大
小
十
有
ご
(
淳
照

三
山
志
各
二
ハ
)
な
ど
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
水
路
の
末
端
に
は
提
を
聞
い
て
水
門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
先
の
東
洋
塘
の
場
合
「
啓
閉
、

貨
を
以
て
す
」
と
あ
り
、
東
稗
塘
で
は
「
泥
門
一
十
五
を
設
け
、
掛
聞
を
防
ぐ
に
則
ち
泥
門
を
以
て
之
を
遁
ず
。
穣
溢
す
れ
ば
則
ち
斗
門
を
以

て
之
を
洩
す
」
(
向
上
)
と
あ
る
。
ま
た
先
述
の
明
州
昌
園
鯨
の
普
慈
稗
院
新
豊
荘
に
見
え
る
石
瑛
三
聞
も
斗
円
で
あ
る
(
乾
道
四
明
園
経
巻
十
〉
。

こ
の
斗
門
を
閉
せ
ば
、
陸
内
の
水
溝
は
一
種
の
溜
池
に
な
る
誇
だ
が
、
別
に
瀦
水
池
を
備
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
台
州
金
石
録
巻
五
大
宋
台
州

臨
海
鯨
併
窟
山
昌
園
稗
院
新
開
塗
田
記
の
案
文
に
よ
れ
ば
、
報
恩
光
寺
と
の
争
訟
の
際
の
貫
測
面
積
は
五
百
二
十
二
畝
徐
で
、
そ
の
内
需
は

「
地
己
墾
者
一
百
二
十
畝
而
縮
、
未
墾
者
二
百
四
十
畝
而
覇
、
瀦
水
之
所
一
百
三
十
畝
有
字
、

而
塗
田
之
増
者
未
己
」
と
あ
り
、
築
陸
後
も
鹿

内
の
造
田
が
緩
慢
で
あ
っ
た
こ
と
、
瀦
水
池
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
隈
内
の
最
卑
慮
が
悪
水
溜
と
し
て
放
置
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
そ
の
可
能
性
が
無
い
誇
で
は
な
い
が
、
幾
分
面
積
が
贋
す
ぎ
る
。
先
越
の
一
幅
州
一
帽
清
豚
首
円
安
里
香
巌
上
洋
の
「
水

を
積
め
て
固
に
瓶
ぐ
者
叉
た
四
十
五
畝
(
有
)
奇
」
(
玩
策
集
各
七
呑
巌
寺
復
回
記
)
の
場
合
は
明
ら
か
に
瀦
水
施
設
で
あ
る
。

- 45ー

漬
海
新
田
の
水
利
事
情

常
識
的
に
考
え
て
も
、
潰
海
新
田
の
水
刺
事
情
が
良
好
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塗
回
の
稼
牧
は
常
国
に
比
べ
て
利
は

十
倍

(
前
引
王
禎
農
書
〉
と
か
、
慶
州
の
潮
田
に
悪
歳
無
し
(
前
引
銭
巷
方
公
文
集
室
二
三
〉
と
言
い
、
一
隅
州
の
潮
田
は
再
熱
(
淳
照
三
山
士
山
晶
包
囲

一)

を
誇
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
積
海
新
田
に
劃
す
る
高
い
許
債
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
寓
暦
樟
州
府
志
袋
五
賦
役
志
土
田
で
は
、
各

種
農
田
を
次
の
よ
う
に
等
級
附
け
し
て
い
る
。
「
淳
州
の
回
、
其
の
等
に
五
有
り
。
一
に
日
く
洋
田
(
卒
瞭
沃
街
に
し
て
水
泉
常
に
満
つ
。
先
ん

じ

て

水

を

得

る

も

の

を

上

と

篤

す

。

一

に

日

く

山

田

(

山

に

依

り

崖

に

集

り

、

地

は

多

く

痔

簿

な
り
。
水
泉
有
る
も
の
は
其
の
田
も
亦
た
中
。
水
泉
無
き
も
の
は
下
と
魚
す
。
叉
た
坑
瀧
の
固
有
り
。
皐
を
憂
え
ず
水
を
憂
う
。
其
の
回
は
下

人
力
を
用
い
て
轄
致
す
る
も
の
之
に
次
す
)
。
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一
に
日
く
洲
田
(
填
築
し
て
成
る
。
地
は
多
く
肥
美
、
然
れ
ど
も
時
に
崩
決
の
患
有
り
。

淡
水
を
得
る
も
の
は
、

其
の
回
は
上
中
。
海
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潮
に
近
き
も
の
は
中
中
)
。
一
に
日
く
球
団
(
埠
を
築
い
て
潮
を
障
る
。
内
に
淡
水
を
引
き
濯
瓶
を
責
く
。

天
時
久
皐
有
れ
ば
、
水
も
亦
た
麟
歯
に
し
て
、
其
の
田
は
中
中
)
。

一
に
日
く
海
田
(
其
の
地
海
に
瀕
し
麟
歯
な
り
。

み
わ
た
す
か
管
り

ひ

で

り

淡
潮
無
し
。
雨
場
時
若
れ
ば
、
則
ち
所
牧
亦
た
多
し
。
旬
日
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
調
草
皆
な
赤
。
其
の
田
は
下
と
魚
す
)
。
大
卒
ね
同
じ

然
れ
ど
も
修
築
の
費
有
り
。
且
つ

内
に
泉
水
無
く
、
外
に

か
ら
，
さ
る
こ
と
此
の
如
し
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
農
田
の
等
級
は
略
ぼ
そ
の
水
利
篠
件
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
先
述
の
如
く
呼
稀
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
洋
田
(
上
)
山
田

(中
J
下
上
)
洲
田
(
上
中
J
中
中
)
煉
回
(
中
中
)
海
田
(
下
)
の
等
級
は
、
山
田
を
除
き
漬
海
国
一
般
に
長
官
し
、
海
水
か
ら
遠
の
く
程
高

い
評
債
を
得
て
い
る
。
球
団
と
は
「
其
の
回
海
に
瀕
し
、
院
に
籍
り
て
護
り
と
帰
す
。
土
人
は
匠
を
呼
び
て
擦
と
日
い
、
亦
た
海
岸
と
日
ぅ
。

回
を
呼
び
て
煉
田
と
日
う
」
(
道
光
度
門
志
巻
九
義
倉
壌
国
碑
記
〉
と
あ
り
、

宋
代
の
「
燦
海
魚
田
」
(
南
陽
比
事
径
七
)
「
陸
海
以
魚
田
」
(
朱
松
、
章

資
集
径
一
二
代
一
服
州
総
雨
諸
洞
文
〉
と
同
じ
と
見
て
よ
い
。
即
ち
煉
田
は
海
塗
田
で
あ
り
、
海
田
は
濁
自
の
水
源
無
き
天
水
に
依
存
す
る
海
塗
田
で

あ
る
。
海
塗
田
造
成
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
先
述
の
昌
園
州
(
明
州
昌
園
鯨
)
で
は
、

「
其
の
提
岸
に
近
き
田
畝
は
麟
水
と
郊
を
魚
し
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止
だ
科
を
植
う
ベ
し
。
其
の
陸
岸
を
去
る
こ
と
鞘
や
遠
く
山
脚
と
相
接
す
れ
ば
、
方
め
て
穏
を
楠
う
ベ
し
。
若
し
久
早
に
遇
え
ば
、
則
ち
麟
気

ま
ん
べ
ん
な
〈

蒸
欝
し
、
禾
は
壷
く
枯
椅
す
。
設
し
久
雨
或
れ
ば
、
則
ち
山
水
泥
溢
し
、
禾
は
量
く
後
渡
す
。
惟
だ
雨
水
調
弓
し
て
方
め
て
熟
す
る
を
得
ベ

し
。
然
る
後
に
、
其
の
他
の
州
豚
の
下
等
の
所
牧
の
数
に
及
ぶ
。
叉
粂
ね
て
本
州
別
に
淡
水
の
河
港
無
し
。

山
水
の
注
下
す
る
去
慮
、
皆
な
潮

と
通
じ
、
蹴
水
以
て
衝
入
し
易
し
。
此
を
以
て
故
び
に
肥
田
無
し
」
(
大
徳
昌
園
州
国
志
巻
三
官
田
土
、
塗
回
)
と
あ
り
、
昌
園
州
の
塗
田
は
水
源
と

な
る
べ
き
淡
水
河
港
な
く
、

雨
水
に
恵
ま
れ
た
時
の
み
、

牧
穫
が
期
待
で
き
、

そ
れ
も
内
陸
州
鯨
下
等
回
の
水
準
に
相
嘗
す
る
程
度
で
あ
っ

た
。
島
興
と
い
う
特
殊
な
候
件
、

多
少
の
誇
張
を
差
引
く
と
し
て
も
、

基
本
的
に
は
海
塗
田
の
生
産
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

輿
化
軍

葡
回
豚
の
北
洋
の
沿
海
麟
地
の
場
合
、
察
襲
、

端
明
集
巻
二
六
乞
復
五
塘
割
子
に
よ
れ
ば

(
長
文
な
の
で
要
旨
の
み
記
す
)
、

も
と
豚
北
輿
数
里

に
は
勝
露
、
西
衝
、
大
和
、
屯
前
、
東
塘
の
五
塘
が
存
し
、
塘
下
の
沿
海
麟
地

一
千
絵
頃
に
濯
注
し
、
八
千
品
隣
家
が
耕
種
し
業
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
中
鮮
符
の
噴
、
陳
清
等
「
秋
(
荻
)
藍
阪
よ
り
渠
を
聞
き
水
を
引
い
て
屯
塘
下
の
民
国
を
濯
注
し
、
却
て
五
塘
を
決
去
し
て
田



を
魚
ら
ん
こ
と
を
」
請
う
た
。
こ
の
時
は
許
可
さ
れ
ず
、

こ
ん
ど
は
官
戸
、

屯

天

聖

中

、

形

勢

戸

と

計

曾

し

て

上

件

塘

内

地

土

を

陳

請

し

、

前
、
大
和
、
東
塘
三
慮
を
得
る
。
，
次
い
で
賓
元
中
に
は
臨
防
毒
、
西
衝
二
塘
も
許
さ
れ
て
水
を
去
り
田
と
な
る
。
そ
の
魚
、
も
と
塘
水
に
仰
い
で

濯
注
し
て
い
た
地
は
壷
く
焦
皐
と
な
り
、
百
姓
は
腔
塘
の
不
嘗
を
官
に
訴
え
た
が
、
申
理
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
禁
裏
は
沿
海
蹴
地
の
献
況
を

「
五
所
の
阪
塘
を
決
去
し
て
自
り
己
来
、
沿
海
麟
地
は
只
だ
天
雨
に
仰
ぎ
て
種
う
る
有
る
も
牧
無
し
。
州
豚
多
く
是
れ
税
賦
の
放
菟
を
輿
さ
ず
、

是
れ
人
戸
の
逃
移
を
致
す
。
見
居
者
も
只
だ
土
を
括
し
て
煎
盟
す
る
の
み
」
と
述
べ
、
五
塘
の
回
復
を
請
う
て
い
る
。
贋
塘
涯
た
る
官
戸
、
形

勢
戸
三
十
除
戸
と
沿
海
麟
地
農
民
八
千
徐
戸
と
の
力
関
係
の
結
果
と
も
言
え
る
が
、
事
質
経
過
が
禁
裏
の
言
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
軍
牒

の
剣
断
は
か
な
り
強
引
で
あ
る
。
前
三
塘
H
大
和
塘
(
五
代
闘
時
置
)
屯
前
塘
東
塘
(
唐
太
守
何
玉
撃
〉
は
、
北
宋
嘉
一
府
中
(
一

O
五
六
J
)
太

卒
阪
(
知
軍
劉
誇
創
)
成
立
時
に
慶
し
て
田
と
な
り
、
後
二
塘
H
勝
蕎
塘
(
唐
貞
観
置
)
西
衝
塘
は
、
宋
初
南
安
阪
が
設
置
さ
れ
た
後
、
贋
さ

倒

的

れ
て
回
と
な
っ
て
レ
る
。
禁
裏
が
一
幅
建
碑
運
使
と
な
っ
た
慶
暦
四
年
〈
一

O
四
四
)
頃
、
既
に
南
安
肢
は
成
立
し
て
お
り
、
太
卒
阪
は
未
だ
築

造
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
前
身
と
思
わ
れ
る
荻
童
漠
か
ら
の
引
水
渠
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
五
塘
被
恵
固
に
は
、
よ
り
安
定
し
た
水
源

た
る
荻
麓
謹
二
阪
か
ら
の
引
水
で
既
に
一
腹
カ
バ

ー
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
懸
の
南
洋
の
五
塘
(
横
塘

・
新
塘

・
陳
塘
・

唐
坑
塘
・
許

帥

塘
)
が
、
有
名
な
木
蘭
阪
成
立
時
に
慶
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
沿
海
械
地
は
本
来
の
五
塘
被
恵
国
の
儀
水
利
用
と
い

う
弱
い
立
場
に
あ
り
、
水
利
再
編
成
時
に
嘗
り
十
分
顧
慮
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軍
鯨
の
措
置
も
そ
う
し
た
事
情
の
反
映
と
す

れ
ば
、
全
く
理
由
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
南
宋
、
方
大
孫
、
鎮
苓
方
公
文
集
巻
二

O
何
剣
官
に
「
育
(
田
)
は
土
狭
く
人
調
し
。
甚
し
く
望

み
た

年
と
雄
も
、
僅
か
に
品
十
歳
の
食
を
足
す
の
み
。
大
率
、
南
北
の
舟
に
仰
ぎ
、
而
し
て
南
に
仰
ぐ
者
最
多
と
魚
す
。
春
夏
の
交
、
叉
た
二
委
に
仰

い
で
以
て
接
済
す
。
去
歳
、
二
洋
甚
し
く
は
数
焦
ら
ず
、
而
る
に
漬
海
の
慮
、
誠
水
に
傷
け
ら
れ
る
こ
と
亦
た
少
か
ら
ず
。
叉
た
褒
牧
常
年
に

及
ば
ず
。
今
、
山
谷
の
民
向
お
一
雨
月
を
足
し
、
洋
(
田
)
海
(
回
〉
の
細
民
銭
を
持
ち
城
に
入
り
山
に
入
る
者
数
う
る
無
し
」
と
あ
り
、
青

田
豚
は
も
と
も
と
食
糧
の
自
給
の
で
き
な
い
地
方
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
く
凶
作
と
言
っ
て
も
、
比
較
的
水
利
事
情
の
良
い
南
北
二
洋
の
田
と
海

固
と
で
は
、
被
害
の
程
度
に
は
自
ら
差
が
存
し
た
。
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し
か
し
、
演
海
新
田
と
て
劣
悪
な
水
利
事
情
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
語
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
青
田
豚
の
場
合
、
宋
時
の
洋
回
即
ち
デ
ル

タ
下
部
の
開
衰
の
着
手
は
唐
代
で
あ
り
、
嘗
時
、
渓
澗
に
設
け
た
阪
や
塘
(
溜
池
)
潅
瓶
に
依
存
し
た
高
田
に
到
し
、

洋
回
は
漬
海
新
田
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
南
洋
の
洋
回
へ
の
安
定
し
た
水
の
供
給
を
可
能
に
し
た
の
は
北
宋
照
寧
年
聞
の
木
蘭
阪
の
建
設
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
離
で
洋
田
の

外
周
で
は
、
除
水
利
用
を
期
待
し
た
新
田
(
海
田
)
造
成
が
更
に
盛
ん
に
な
っ
た
ろ
う
。
明
代
に
至
れ
ば
、
先
の
寓
暦
津
州
府
志
が
述
べ
る
如

h
v
v
 

く
、
洋
田
の
等
級
は
「
上
」
に
、
海
田
は
煉
田
へ
、
等
級
は
「
中
中
」
へ
と
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
す
る
。
そ
の
聞
に
水
利
施
設
の
横
充
設
展
が
存
し

た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
木
関
限
設
置
後
の
施
設
面
で
の
控
化
は
、
先
ず
前
述
の
溜
池
の
底
止
で
あ
る
。
次
に
排
水
陵
門
の
設
置
で
、

林
敬
、
洋
城
二
陵
門
は
阪
成
立
時
に
、
東
山
陵
門
は
南
宋
時
に
そ
れ
ぞ
れ
築
造
さ
れ
て
い
る
。
更
に
隠
内
の
地
勢
の
高
低
に
相
醸
し
た
水
の
供

帥

給
を
園
る
信
用
の
通
溝
陵
門
が
設
置
さ
れ
、
大
小
導
水
路
の
整
備
と
相
侯
ち
、
愈
と
精
妙
な
水
利
用
を
可
能
に
す
る
組
織
が
形
成
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
宋
代
の
背
田
牒
は
、
木
蘭
阪
成
立
を
契
機
と
す
る
水
利
の
再
編
成
期
に
在
っ
た
と
言
え
、
こ
れ
は
下
部
デ
ル
タ
開
設
に
封
躍
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
水
利
の
再
編
成
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
多
少
の
時
間
の
ず
れ
は
あ
る
が
各
地
で
見
ら
れ
問
。
例
え

ば
、
台
州
貰
巌
鯨
の
場
合
、
康
照
黄
巌
瞬
士
山
巻
七
記
の
南
{
木
、
彰
椿
年
、
重
修
諸
問
記
に
首
時
の
水
利
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即

ち
「
台
の
五
邑
の
う
ち
賀
巌
は
社
邑
漏
り
。
境
の
海
に
瀕
す
る
者
率
ね
三
の
一
。
故
に
其
の
地
勢
は
斥
歯
た
り
。
山
を
抱
き
塗
に
接
し
、
川
は
深
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源
無
く
涼
し
易
く
澗
れ
易
し
。
畝
治
の
利
に
資
ら
ざ
れ
ば
則
ち
可
な
ら
ざ
る
な
り
。
官
河
八
郷
魚
里
九
十
を
貫
き
、
支
涯
の
大
小
の
委
蛇
、
曲

折
す
る
者
九
百
三
十
六
。
其
の
水
を
洩
し
て
海
に
至
る
者
、
古
来
、
堰
を
帰
る
こ
と
幾
ん
ど
二
百
所
。
以
て
民
田
七
十
蔦
畝
を
蔭
す
る
に
足
れ

り
。
元
一
両
の
開
、
羅
公
遇
、
本
路
に
持
節
た
り
。
其
の
燥
の
大
な
る
者
に
因
り
て
諸
問
を
建
置
す
。
今
の
黄
筆
、
石
秋
、
永
盤
、
向
洋
は
皆
な

其
の
遺
跡
な
り
:
:
:
、
」
と
あ
り
、
ま
た
向
上
、
南
宋
の
王
居
安
、

の
回
、
買
に
大
半
に
居
る
:
:
:
、
元
結
以
前
、
初
め
未
だ
間
有
ら
ず
。
大
卒
ね
燥
を
魚
り
以
て
水
を
堰
め
る
。
頗
る
高
田
の
利
を
魚
し
、
下
回

溶
河
記
に
も
「
黄
巌
鯨
の
田
を
掃
す
こ
と
百
寓
畝
ば
か
り
。

而
し
て
水
郷

迭
に
闘
争
格
殺
の
事
有

り
。
是
に
於
い
て
郷
先
生
羅
公
遁
、
本
路
に
提
刑
た
り
。
始
め
て
問
を
建
つ
る
を
議
る
。
高
下
を
酌
し
以
て
啓
聞
を
謹
に
し
、
仇
怨
を
解
き
以

は
之
を
病
う
。
水
療
大
い
に
至
れ
ば
、

下
郷
之
民
、

十
百
も
て
群
を
震
し
、

挺
を
挟
み
万
を
持
ち
以
て
燥
を
破
り
、



て
郷
井
を
全
う
す
。
意
則
ち
美
な
り
:
:
:
、
」
と
あ
る
。
責
巌
鯨
の
耕
地
百
寓
畝
の
う
ち
三
分
の
一
は
瀕
海
斥
歯
の
低

回
で
あ
っ
た
。
同
地
の
基
幹
水
利
施
設
は
官
河
で
、
そ
の
支
程
九
三
六
道
と
康
二
百
所
を
以
て
七
十
寓
畝
を
潅
概
し
て
い
た
。
し
か
し
擦
は
元

も
と
高
田
の
濯
瓶
の
震
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
水
擦
の
際
、
低
回
の
農
民
は
往
々
煉
を
破
壊
し
て
排
水
を
強
行
す
る
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
北

雨
記
を
要
約
す
れ
ば
、

宋
元
一
両
年
聞
に
至
り
提
刑
使
羅
遁
が
従
来
の
小
規
模
分
散
的
な
二
百
所
に
近
い
燥
を
数
箇
所
の
聞
に
整
理
統
合
し
て
、
高
郷
下
郷
の
劉
立
を
解

治
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
後
南
宋
の
聞
に
も
幾
つ
か
の
間
が
増
設
さ
れ
(
同
上
、
林
坊
、
先
賢
澗
掌
記
〉
、

謹
の
苦
無
か
る
べ
し
」
(
朱
文
公
文
集
巻
一
八
奏
巡
歴
至
台
州
奉
行
事
件
朕
)
と
稽
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
責
巌
熟
す
れ
ば
則
ち
台
州
は
飢

四

漬
海
新
田
の
農
業
l
占
城
稲
と
二
期
作
1

、品。，'n
v
 

一
般
に
水
稲
二
期
作
栽
培
は
、
開
作
、
連
作
を
問
わ
ず
、
草
作
に
比
べ
て
毎
畝
牧
量
を
増
加
さ
せ
る
。
解
放
後
の
中
闘
に
お
け
る
隻
季
稲
推

‘泊
J

マ

h
u
v
 

康
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
、
土
地
利
用
の
高
度
化
、
稲
米
生
産
増
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

A
aヲ

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
所
謂
る
再
生
稲
に
よ
る
二
期
作
栽
培
は
西
五
日
時
代
ま
で
遡
り
得
る
が
、
二
期
間
作
、
二
期
連
作
は
宋
代
に
初

締

め
て
認
め
ら
れ
、
地
域
的
に
は
一
幅
州
以
南
の
沿
海
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
南
宋
、
衛
涯
、
後
楽
集
巻
一
九
一
幅
州
動
農
文
に
よ
れ
ば
、
一
幅
州

府
下
十
二
鯨
の
う
ち
三
分
の
一
が
瀕
海
の
鯨
で
、
「
負
山
の
田
は
歳
ミ
一
枚
し
、
瀕
海
の
稲
は
雨
穫
」
し
て
い
た
。
淳
照
三
山
志
巻
四
一
物
産
に

は
「
雨
熟
の
潮
田
は
世
に
濁
り
無
く
:
:
:
、
潮
田
は
侍
郭
三
回
開
を
出
で
ず
」
と
あ
り
、
輿
地
紀
勝
巻
一
二
八
一
帽
州
詩
、
謝
泌
長
楽
勝
徳
序
に
も

「
潮
田
稲
を
種
え
重
び
穀
を
牧
む
」
と
あ
る
。
以
上
、
史
料
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
、
二
期
作
栽
培
は
沿
海
州
燃
の
潮
田
、
即
ち
漬
海
新
田
で
行

な
わ
れ
て
い
た
。
次
に
、
二
期
作
栽
培
の
使
用
水
稲
品
種
に
つ
い
て
、
永
楽
大
典
巻
五
三
四
三
潮
字
競
、
潮
州
府
志
、
土
産
所
引
三
陽
志
に
「
(
潮
〉

州
地
東
南
に
居
り
暖
く
し
て
穀
嘗
に
再
熟
す
。
其
の
夏
五
六
月
に
熟
す
者
を
平
禾
と
日
い
、
多
十
月
(
に
熟
す
者
〉
を
晩
禾
と
日
う
。
穣
禾
是

ち
か

に
類
し
、
赤
槌
米
販
し
て
他
州
に
之
き
、
金
城
米
と
日
う
。
杭
・
柿
の
若
き
は
即
ち
一
熟
に
し
て
、

一膏
映
の
地
に
非
れ
ば
種
う
る
べ
か
ら
ず
。

- 49ー
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濁
り
粧
赤
米
は
(
地
を
)
揮
ば
ず
と
潟
す
」
と
あ
り
、
潮
州
で
は
、
穏
禾
(
晩
)
、

金
城
稲
(
早
)
の
占
城
稲
系
早
晩
二
種
が
使
用
さ
れ
て
い
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た
。
潮
州
の
場
合
、
瀕
海
田
と
の
開
係
が
不
明
だ
が
、
水
稲
二
期
作
栽
培
と
漬
海
田
と
占
城
稲
と
の
関
係
が
概
ね
推
測
し
得
る
。

先
ず
温
海
田
と
占
城
稲
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
先
述
の
鄭
鯨
朔
鳳
郷
に
存
し
た
元
、
慶
元
路
儒
典
子
田
コ
二
二
畝
で
は
、
早
黄
穀

A
N
V
 

と
い
う
占
城
稲
系
の
早
稲
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
的
。
こ
の
品
種
は
、
宋
、
陳
南
方
農
書
巻
上
地
勢
之
宜
篇
に
見
え
る
黄
緑
穀
と
い
う
早
稲
種
で
、

4
ハソ

h
u
v
 

陳
前方
は
そ
の
早
熱
性
を
利
し
て
湖
田
(
低
深
田
)
で
の
栽
培
を
勤
め
て
い
る
。
ま
た
、
南
宋
、

海
州
民
平
田
の
一
つ
の
洲
田
で
は
、
占
穏
穀
と
い

う
(
潮
州
の
穏
禾
に
同
じ
〉
占
城
稲
の
晩
稲
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
金
城
稲
の
例
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
同
校
稿
、
嬬
稲
が
菅
映
の
地
に
限
る

の
に
射
し
、
占
城
稲
の
特
徴
は
組
じ
て
優
れ
て
耐
阜
、
早
熟
で
あ
る
貼
に
在
り
、
水
利
事
情
の
悪
い
高
仰
田
に
お
け
る
水
稲
栽
培
面
積
を
鎖
大

泊目寸

d
d，

ム
H
V

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
占
城
稲
は
陳
男
も
勧
め
て
い
る
如
く
、
そ
の
早
熱
性
の
故
に
低
漂
白
で
も
有
数
で
あ
っ
た
。

更
に
考
え
ら
れ
る
事
は
、
占
城
稲
の
耐
麟
性
で
あ
る
。
例
え
ば
先
の
金
城
稲
に
つ
い
て
、
同
治
上
海
豚
志
巻
八
物
産
に
は
「
米
紅
く
尖
る
。

性
は
硬
く
、
人
赤
米
と
呼
び
最
も
下
品
と
魚
す
。
田
午
に
耐
え
、
高
田
に
種
う
ベ
し
」
と
あ
り
、
民
園
上
海
豚
績
志
巻
八
物
産
の
金
城
稲
に
は

「府
志
は
松
江
赤
に
作
る
。
性
は
歯
を
畏
れ
ず
、
輔
潮
に
嘗
う
ベ
し
」
と
あ
る
。
明
代
、
膿
脂
赤
と
い
う
耐
瞬
品
種
が
存
し
た
事
が
知
ら
れ
る

A
ゆ

'M
n、

が
、
こ
れ
は
占
城
稲
系
の
赤
米
で
あ
る
。
授
時
通
考
単
位
二
二
穀
種
稲
三
の
泉
州
恵
安
鯨
の
篠
に
見
え
る
赤
米
青
晩
と
い
う
耐
麟
品
種
も
赤
米

で
、
「
風
と
水
早
に
耐
え
、
亦
た
能
く
歯
気
に
勝
う
。

球
団
多
く
之
を
植
う
。
其
の
種
と
牧
と
倶
に
早
稲
に
遅
る
る
こ
と
一
月
」
と
あ
り
、

煉

- 50ー

田
で
多
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
以
上
か
ら
、
漬
海
新
田
に
お
け
る
占
城
稲
系
品
種
の
普
及
は
其
の
耐
輔
性
に
も
因
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
漬
海
新
国
と
二
期
作
栽
培
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
水
稲
二
期
作
栽
培
は
基
本
的
に
は
、
日
照
時
間
(
緯
度
)
、
気
温
、
降
水
量
な

ど
の
気
候
篠
件
に
規
定
さ
れ
る
。
但
し
如
上
の
篠
件
を
満
た
す
地
域
の
絶
て
で
二
期
作
栽
培
が
行
な
わ
れ
る
詳
で
は
な
い
。

S
-
ラ
ウ
ス
キ
ー

、n
M，

氏
は
、
明
代
一幅
建
の
沿
海
地
方
に
お
け
る
水
稲
二
期
作
と
内
陸
地
方
に
お
け
る
草
作
と
い
う
明
瞭
な
相
違
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
要
因
を
気
候
、

水
利
、
地
形
、
第
働
力
の
需
給
、
品
種
改
良
、
小
作
契
約
の
内
容
、
市
場
開
係
等
の
各
方
面
か
ら
検
討
さ
れ
、
市
場
関
係
が
最
も
有
力
で
あ
っ
た

と
さ
れ
た
。
ラ
ウ
ス
キ
l
氏
の
所
論
を
要
約
す
れ
ば
、
二
期
作
が
可
能
な
客
観
的
保
件
を
備
え
て
い
る
事
と
貧
際
に
行
な
う
事
と
は
別
次
元
の

A
列
“，

ん凶
F

問
題
で
あ
り
、
早
晩
稲
二
期
作
栽
培
か
晩
稲
翠
作
(
姿
等
の
裏
作
を
含
む
)
か
の
濯
擦
は
、
量
を
取
る
か
質
を
取
る
か
の
選
揮
で
あ
り
、
そ
れ



は
よ
り
ど
ち
ら
の
市
場
需
要
が
大
き
い
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
従
っ
て
農
民
段
階
で
の
選
擦
の
動
機
は
利
潤
で
あ
っ
た
。
氏

の
行
論
の
前
提
は
、
水
稲
二
期
作
は
他
の
如
何
な
る
作
物
と
の
組
合
せ
よ
り
も
有
利
で
あ
り
、
少
く
と
も
牧
量
に
お
い
て
勝
っ
て
い
る
と
い
う

事
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
宋
の
員
徳
秀
、
西
山
先
生
異
文
忠
公
文
集
巻
四

O
一
晒
州
動
農
文
で
は
、
一
踊
州
は
「
土
狭
く
人
調
く
、
歳
り
大
熟
と

難
も
、
食
且
つ
足
ら
ず
。
田
の
南
牧
す
る
或
り
て
、
再
び
秩
り
有
り
と
披
す
る
も
、
其
の
貫
甚
だ
薄
く
、
一

穫
に
如
か
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
文

が
言
う
よ
う
に
嘗
時
の
一
踊
州
の
二
期
作
が
牧
量
に
お
い
て
も
劣
る
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
一
隅
州
農
民
の
選
擦
は
積
極
的
な
利
潤
動
機
に
因
る
も

の
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
一
踊
州
の
二
期
作
が
潮
田
、
瀕
海
稲
に
限
定
さ
れ
、
潮
州
の
二
期
作
で
一
作
自
の
栽
培
品
種
で
あ

っ
た
金
城
稲
が
土
地
の
肥
痔
を
問
わ
な
い
品
種
で
あ
っ
た
事
で
あ
る
。

穀
、
之
を
一
熟
と
較
ぶ
れ
ば
、

時
代
は
下
る
が
、

清
代
泉
州
、
氷
春
鯨
で
は
、

「
案
ず
る
に
、

二
熟
の

穫
る
所
亦
た
相
い
等
し
。

但
だ
二
熟
の
穀
は
充
皐
を
伯
る
る
こ
と
少
く
、

故
に
之
を
種
う
る
こ
と
康
し
。

永

(春
)
の
水
田
は
荒
皐
の
憂
少
く
、
故
に
種
う
る
所
多
く
一
熟
な
り
」

量
は
草
作
と
同
等
で
あ
り
、
ま
た
二
期
作
を
行
な
う
の
は
冗
皐
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、
、
氷
春
懸
の
水
田
が
多
く
一

熟
で
あ
る
の
は
水
阜
の
憂

が
無
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
漬
海
の
龍
漢
鯨
で
は
「
二
熟
の
穀
、
之
を
一
熟
と
較
ぶ
れ
ば
、
穫
る
所
亦
た
相
等
し
。
但
だ
二
熱
の
穀
、
皐
に
耐

ぅ
。
故
に
多
く
之
を
種
う
」

(
乾
隆
龍
渓
豚
志
巻

一
九
物
産
〉
と
あ
り
、
同
様
の
理
由
で
二
期
作
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
上
こ
の
比
較
で
は
牧
量

(重
纂
一
隅
建
逼
士
山
倉
六
O
物
産
、
永
春
州
〉
と
あ
る
よ
う
に
、

二
期
作
の
牧

- 51ー

は
同
じ
で
も
投
下
拙
労
働
等
の
コ
ス
ト
は
度
外
視
し
て
い
る
。
軌
れ
を
採
用
す
る
か
は
、
決
し
て
同
一
候
件
の
下
で
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
二
期

d
m守

ム
M
P

作
は
傑
件
の
悪
い
水
田
に
お
け
る
危
険
回
避
の
選
揮
の
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
る
時
、
単
作
よ
り
牧
量
の
劣
る
二
期
作
、
漬
海
田
た
る
潮

田
、
市
場
債
値
に
お
い
て
劣
る
も
早
熟
性
、
耐
水
皐
性
に
優
れ
た
占
城
栢
の
三
つ
の
要
素
の
関
連
が
矛
盾
な
く
読
明
し
得
る
。

叉
た
漬
海
の
新
開
設
の
含
盟
土
壌
の
改
良
に
は
、
水
稲
一
期
栽
培
よ
り
二
期
作
の
方
が
数
果
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
華
南
沿
海
農
民

の
聞
で
知
ら
れ
て
い
た
農
諺
(
瞳
随
水
来
、
瞳
随
水
去
)
と
改
良
法
の
利
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
畑。

最
後
に
二
期
作
に
要
す
る
州
労
働
量
の
問
題
が
残
る
。
二
期
間
作
、
連
作
の
執
れ
の
場
合
も
投
入
さ
れ
る
第
働
量
は
一
期
作
よ
り
も
は
る
か
に

A
河
w，

，zM
Hい

大
き
く
な
る
。
解
放
後
の
隻
季
稲
推
康
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
先
ず
っ
き
賞
っ
た
壁
は
献
労
働
力
不
足
で
あ
っ
た
。
唯
だ
、

第
働
力
問
題
は
人
口
密
度

673 
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、岡
山
マ

'M回、

(
人
口
/
耕
地
)
と
同
一
で
な
く
、
二
期
作
の
阻
止
要
因
で
な
い
事
は
ラ
ウ
ス
キ
1
氏
が
検
誼
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。

ば
、
演
海
田
の
水
稲
二
期
作
栽
培
を
可
能
に
し
た
投
下
第
働
は
如
何
に
し
て
解
決
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
解
く
鍵
は
漬
海
新
田
に
お
け
る

経
営
面
積
に
存
す
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
宋
、
秦
九
留
、
数
書
九
章
巻
五
、
計
地
容
民
に
は
、
「
問
う
。
沙
洲

一
段
あ
り
、
形
は
悼
万
の
如

し
。
康

一
千
九
百
二
十
歩
、
縦
三
千
六
百
歩
、
大
斜
二
千
五
百
歩
、
少
斜

一
千
八
百
歩
、
以
て
流
民
を
安
集
す
る
に
、
毎
ヒ

一
十
五
畝
を
給

す
。
地
積
と
民
を
容
る
る
こ
と
幾
何
な
る
か
を
知
ら
ん
と
欲
す
」
と
あ
り
、
沙
回
開
護
の
際
の
一
戸
首
り
の
支
給
額
を
十
五
畝
と
し
て
い
る
。

4
H
V
 

'H
P
 

い
か
に
下
層
農
民
の
経
営
面
積
と
は
い
え
、
狭
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
先
述
の
慶
元
路
儒
皐
海
塗
田
の
場
合
も
、
一
段
一
一
一
一
一
畝
(
二

O
戸)、

一
段
一

O
O畝
(
一

O
戸
)
で
あ
り
、

一
戸
嘗
り
十
畝
前
後
と
な
る
。
叉
た
先
の
一
幅
建
、
菊
田
照
の
場
合
、
五
塘
の
底
止
に
よ

っ
て

殆
ん
ど
放
棄
さ
れ
た
沿
海
蹴
地

一
千
除
頃
(
八
千
絵
戸
)
、
鹿
塘
魚
田
百
除
頃
(
三
十
除
戸
)
と
な
る
。
蔵
さ
れ
た
五
塘
跡
地
を
入
手
し
た
官
戸

帥

形
勢
戸
の

一
戸
嘗
り
卒
均
三
三
三
畝
に
針
し
、
漬
海
細
民
は
僅
か
に
卒
均

一
二
・
五
畝
で
あ
る
。
こ
う
し
た
十
畝
前
後
と
い
う
額
は
極
め
て
珍

帥

帥

し
い
と
言
う
詩
で
は
な
い
が
、
嘗
時
の
肥
沃
な
湖
西
卒
野
の
卒
均
的
佃
戸
の
経
営
面
積
三
十
畝
と
い
う
例
に
比
べ
れ
ば
、
か
な
り
零
細
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
即
ち
宋
代
、
漬
海
新
田
の
場
合
、
水
稲
二
期
作
に
要
す
る
多
大
な
第
働
量
は
、
狭
小
な
経
営
面
積
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
と
考

一
幅
建
の
場
合
、

な
ら
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え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
二
期
作
が

一
期
作
に
比
べ
て
培
牧
の
目
的
を
寅
現
す
る
震
に
は
、
水
利
や
努
働
力
の
外
、
肥
培
や
土
壌
の
選
揮
が
肝

んや

要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
篠
件
を
無
視
し
た
二
期
作
化
は
反
っ
て
減
牧
に
結
果
す
る
。
先
述
の
水
稲
二
期
作
の
所
牧
が
「
一
穫
に
如
か
ず
」
と
い
う

許
債
は
、
更
に
宋
代
と
い
う
時
代
的
制
約
を
勘
案
す
れ
ば
、
十
分
根
擦
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
要
す
る
に
宋
代
の
漬
海
新

田
に
お
け
る
占
城
稲
系
品
種
の
採
用
と
い
い
、
水
稲
二
期
作
栽
培
と
い
い
、
い
わ
ば
己
む
を
得
ざ
る
選
揮
で
あ
り
、
漬
海
二
期
作
田
が
内
陸
水

稲
単
作
田
よ
り
高
い
生
産
性
も
し
く
は
高
い
技
術
水
準
を
示
す
も
の
で
な
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
生
産
性
が
高
く
も
な
く
且
つ
不
安
定
な
漬
海
田
の
開
設
が
、
前
章
で
見
た
如
く
、
か
く
も
盛
ん
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
事
は
、
先
述
王
頑
農
書
の
「
稼
牧
が
常
田
に
比
べ
て
利
十
倍
」
と
い
う
塗
回
に
劉
す
る
高
い
評
債
の
解

緯
と
も
関
連
す
る
。
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
淳
照
三
山
志
巻
一
一
一
版
籍
類
三
沙
洲
固
に
「
紹
興
五
年
、
提
刑
司
奏
す
。
棒
、
泉
、
一
幅
州
、
輿



化
軍
、
各
ミ
海
退
淡
固
有
り
、
江
穣
沙
固
有
り
。
豪
勢
の
家
は
詑
名
請
射
し
、
歳
ヒ
増
置
す
る
も
未
だ
嘗
て
自
陳
せ
ず
、
或
は
己
に
請
税
す
る
も

簿
籍
に
登
載
せ
ざ
る
者
有
り
。
検
量
し
て
出
買
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
嘗
な
法
手
績
き
を
経
な
い
事
に
よ
る
利
得
で
あ
る
が
、

倒

官
僚
と
し
て
の
王
績
の
経
歴
か
ら
す
れ
ば
、
考
え
に
く
い
。
次
に
租
額
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
塗
田
の
租
課
は
他
の
官
固
と
比
較
し
て
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
天
下
郡
園
利
病
書
第
六
加
蘇
松
、
田
地
の
候
所
載
の
宋
官
回
毎
畝
租
に
よ
れ
ば
、
公
団
(
一
石
五
斗
J
七
斗
一
升
四
合
)
、
園
田

(
四
斗
、
三
斗
)
、
沙
田
(
一
一
一
斗
、
二
斗
〉
、
成
田
(
二
斗
〉
、

営
回
(
四
斗
、
三
斗
、
二
斗
)
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
塗
田
の
記
載
は
な
い
。

淳
疏
玉
峯
志
巻
中
税
賦
志
、
官
租
に
塗
田
の
項
が
あ
り
、
園
田
(
四
斗
〉
、

営
団
、
沙
回
、
投
買
常
卒
回
(
三
斗
〉
、
沙
塗
回
(
二
升
〉
と
な
っ

て
い
る
。
沙
塗
田
の
租
は
沙
回
の
十
分
の
一
以
下
で
あ
る
。
具
陸
例
で
は
、
元
、
昌
園
州
の
官
田
中
塗
田
の
租
は
毎
畝
二
升
リ
中
統
紗
六
分
牢

と
な
っ
て
お
り
(
大
徳
昌
園
州
国
志
笠
号
、
先
の
規
定
と
一
致
す
る
。
両
新
金
石
志
巻
二
ハ
元
慶
元
路
儒
皐
塗
回
記
に
よ
れ
ば
、
明
州
都
鯨
朔
鳳

郷
の
前
宋
贈
皐
塗
田
の
租
は
、
二
斗
三
升
(
十
二
都
田
)
、

斗
六
升
(
十
三
都
田
〉
で
あ
り
、

同
じ
く
定
海
豚
に
あ
る
康
恵
院
回
で
は
、
淘
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湖
国
(
二
石
二
升
)
、
蓄
海
塘
田
(
三
斗
)
、
新
海
塘
田
(
二
斗
)
で
あ
っ
た
(
費
慶
四
明
績
士
山
巻
四
康
悪
院
田
租
総
数
)
。
贋
恵
院
田
の
う
ち
鄭
耐
師
、

奉
化
鯨
に
あ
る
水
田
、
湖
田
等
の
租
が
概
ね
一
石
以
上
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
、
先
の
新
奮
海
塘
田
の
租
二

J
三
斗
は
低
い
租
額
と
い
え
る
。

む
ろ
ん
海
塗
固
と
雄
も
、
新
蓄
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
如
く
、
開
田
後
の
年
数
(
熟
田
化
〉
に
よ
っ
て
租
課
の
査
定
が
嬰
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、

全
般
と
し
て
海
塗
田
の
租
が
他
の
官
田
の
租
よ
り
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
事
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
王
顧
農
書
の
海
塗
固
に
射
す
る
高
い

帥

評
債
は
、
必
ず
し
も
そ
の
生
産
性
の
高
さ
に
因
る
も
の
で
な
く
、
主
と
し
て
如
上
の
租
課
の
低
い
査
定
や
開
護
時
に
お
け
る
「
荒
団
法
」
の
適

用
な
ど
制
度
的
篠
件
を
考
慮
し
た
表
現
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
の
が
私
の
解
緯
で
あ
る
。

事
賓
と
し
て
の
開
設
の
盛
行
は
、
基
本
的
に
は
人
口
増
加
、
都
市
化
の
進
行
等
に
基
づ
く
耕
地
需
要
の
昂
ま
り
に
因
る
も
の
だ
が
、
こ
の
種

の
新
田
の
開
費
者
の
多
く
を
占
め
る
寺
院
、
有
力
の
家
、
粂
併
の
家
と
い
っ
た
層
に
と
っ
て
、
直
接
開
設
に
向
わ
し
め
た
も
の
は
、
如
上
の
制

度
上
の
恩
典
よ
り
む
し
ろ
、
故
意
に
官
へ
の
申
告
を
怠
っ
た
り
、
虚
偽
の
申
告
等
か
ら
期
待
で
き
る
利
得
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

675 
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む

す

び

以
上
述
べ
来
っ
た
所
を
要
約
し
て
結
び
に
代
え
る
。
宋
元
時
代
、
杭
州
潤
南
岸
の
紹
興
府
、
明
、
台
、
温
の
各
州
か
ら
一
隅
建
の
一
幅
州
、
輿
化

軍
、
泉
州
、

樟
州
、
更
に
潮
州
、
慶
州
に
か
け
て
の
沿
海
地
方
で
は
、
漬
海
低
潟
地
の
干
拓
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
聞
か
れ
た
新
田
は
、
海
塗

回、

海
回
、
沙
塗
回
、
潮
固
な
ど
多
様
な
呼
稿
で
呼
ば
れ
た
。

こ
の
種
の
新
田
造
成
は
先
ず
隠
塘
を
以
て
園
緯
し
海
潮
を
遮
断
す
る
事
か
ら
始

ま
り
、
院
内
に
は
排
水
斗
門
、
水
溝
、
瀦
水
池
な
ど
を
備
え
て
い
た
。
概
し
て
漬
海
新
田
の
水
利
は
天
水
や
古
田
の
餓
水
利
用
に
止
ま
る
こ
と

が
多
く
、
特
に
開
設
の
首
初
に
お
い
て
そ
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た
。
し
か
し
前
代
か
ら
の
開
護
地
で
は
、
時
間
の
経
過
、
新
田
面
積
の
擦
大
に

伴
な
い
、
従
来
の
い
わ
ば
高
田
中
心
の
水
利
雄
系
も
新
た
な
水
源
の
確
保
や
水
利
施
設
の
建
設
な
ど
の
改
良
工
事
に
よ
っ
て
、
演
海
新
田
も
包

含
し
た
も
の
に
改
饗
し
つ
つ
あ
っ
た
。
水
利
改
良
工
事
の
質
現
し
た
漬
海
田
で
は
梗
稲
の
晩
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
未
だ
排
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水
不
良
地
や
天
水
依
存
、
除
水
利
用
段
階
に
在
る
演
海
新
田
で
は
占
城
稲
系
品
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
占
城
稲
の
耐
閏
午
、
耐
麟
性
、

早
熟
性
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
首
時
一
幅
州
以
南
の
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
水
稲
二
期
作
栽
培
も
、
占
城
稲
系
の
早
晩
種
を
使
用
し
た

も
の
で
、

多
く
は
漬
海
新
田
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
含
盟
土
援
の
改
良
に
は
翠
作
よ
り
二
期
作
の
方
が
数
果
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
十
J
十
五

畝
と
い
う
狭
小
な
経
営
面
積
が
、
多
大
な
労
働
力
を
要
す
る
二
期
作
に
適
し
て
い
る
な
ど
有
利
な
僚
件
も
存
し
た
が
、
こ
の
漬
海
新
田
に
お
け

る
水
稲
二
期
作
栽
培
は
晩
稲
草
作
と
の
比
較
で
、

質
よ
り
量
を
選
揮
し
た
結
果
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
漬
海
新
田
の
水
利
、
土
壌

候
件
か
ら
己
む
な
く
危
険
回
避
の
震
の
選
揮
の
結
果
で
あ
り
、
必
ず
し
も
生
産
性
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
も
、
宋
代
の
水
稲
作
技
術
水
準
を
抜

く
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
以
上
、
宋
元
時
代
の
農
業
の
一
側
面
と
し
て
の
漬
海
田
開
設
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
こ
の
問
題
の
嘗
該
時
代
史
に

お
け
る
正
確
な
定
位
は
、
農
政
の
動
向
、
人
口
動
態
、
植
民
、
商
業
、
交
通
等
と
の
関
連
で
痛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た

L、。
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註ω
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
玉
井
是
博
「
宋
代
水
利
回
の
一
一
特
異
棺
」

〈
『
支
那
社
曾
経
済
史
研
究
』
所
牧
)
、
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
坪
固
と
荘
園

制
|
特
に
江
南
東
路
に
つ
い
て

l
」
(
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
牧
〉
を
翠

げ
る
に
止
め
る
。
ま
た
唐
宋
代
の
農
田
の
存
在
形
態
を
概
観
し
た
も
の

に
、
草
野
靖
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
農
田
の
存
在
形
態
(
上
〉
(
中
〉
」

(
『
法
文
論
叢
』
三
十
一
、
三
十
二
〉
が
あ
る
。

ω
本
田
「
宋
・
元
時
代
の
海
塘
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
水
利
史
研
究
』
九
)
、

「
唐
宋
時
代
雨
掘
削
准
南
の
海
岸
線
に
つ
い
て
」
〈
布
目
潮
濁
編
『
唐
・
宋

時
代
の
行
政

・
経
済
地
園
の
作
製
研
究
成
果
報
告
書
』
)
。

ω
朱
編
成
『
江
蘇
沙
田
之
研
究
』
、
潜
高
程
『
掘
削
江
沙
田
之
研
究
』
(
中
園

地
政
研
究
所
叢
刊
、
民
園
二
十
年
代
大
陸
土
地
問
題
資
料
)
。

ω
同
右
。

向
左
仲
謀
「
漸
江
省
的
海
塗
銅
盟国
」
(
『
地
理
知
識
』
一
九
七
七
二
)
。

帥

註

ω前
掲
論
文
。

的
斯
波
義
信
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
水
利
と
地
域
組
織
」
(
『
星
博
士
退
官

記
念
中
園
史
論
集
』
〉
、
陳
橋
閥
幹

「
古
代
鑑
湖
輿
駿
輿
山
舎
卒
原
農
田
水

利
」
〈
『
地
理
皐
報
』
二
八
|
一
二
〉
多
照
。

仙

w

明
州
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
斯
波
義
信
「
宋
代
明
州
の
都
市
化
と
地
域

開
設
」
(
『
待
粂
山
論
叢
』

一
ニ
〉
に
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
参

照
さ
れ
た
い
。

例
そ
の
他
に
、
民
園
台
州
府
志
巻
九
二
金
石
孜
八
侠
自
に
は
「
園
清
寺
干

門
塗
回
記
」
、
「
高
年
寺
塗
回
記
L

が
見
え
る
。

帥
草
野
靖
「
宋
元
時
代
の
水
利
回
開
設
と
一
回
雨
主
慣
行
の
萌
芽
(上)」

(
『
東
洋
皐
報
』
五
一
一
一
|
一
)
。

ω
沙
塘
旋
門
に
つ
い
て
「
卒
陽
、
瑞
安
治
、
相
望
三
十
皇
、
其
三
郷
西
南

負
山
、
東
北
遜
海
、
魚
田
四
十
蔦
畝
、
上
蓄
衆
流
、
下
揮
潮
歯
、
有
沙
塘

信用之
:
:
:
、
先
是
、
村
落
各
震
域
以
瀦
洩
水
、
務
時
至
莫
肯
先
決
、
北
闘
害

既
成
、
互
相
襲
撃
、
以
便
己
私
、
乃
競
争
閥
、
而
理
築
之
工
叉
腹
、
回
浸

礎
瑞
側
、
而
俗
盆
議
」
(
乾
隆
卒
陽
綜
志
巻
八
、
徐
誼
、
重
修
沙
塘
陵
門
記
)

と
あ
り
、
徒
門
設
置
後
の
朕
況
に
つ
い
て
「
宋
紹
興
三
年
、
奥
太
閤
時
十
組
古

侶
建
陵
門
於
沙
塘
、
合
諸
村
之
水
由
此
門
洩
、
以
時
間
也
閉
、
凡
向
之
私
堰

壊
重
慶
、
自
後
永
無
水
患
」
(
寓
暦
温
州
府
志
巻
二
〉
と
あ
る
。
豚
最
大

の
斗
門
た
る
陰
均
斗
門
に
つ
い
て
は
、
元
、
林
景
照
、
鋒
山
集
巻
四
重
修

陰
均
斗
門
記
を
参
照
。
同
斗
門
設
置
後
の
小
斗
門
の
駿
止
に
つ
い
て
は
、

乾
隆
卒
陽
豚
志
巻
八
、
民
園
卒
陽
町
肺
志
各
八
を
参
照
。

同
賂
軍
買
田
の
法
に
つ
い
て
は
、
周
藤
吉
之
「
南
宋
末
の
公
団
法
」
(
『
中

園
土
地
制
度
史
研
究
』
所
枚
)
を
参
照
。

同
商
新
、
准
南
の
海
塘
修
築
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
註

ω前
掲
論
文
を
参

照
。
一
渦
建
の
開
設
に
つ
い
て
は
、
日
比
野
丈
夫
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
一幅

建
の
開
設
」
(
『
中
園
歴
史
地
理
研
究
』
所
牧
〉
、
北
山
康
夫
「
唐
宋
時
代

に
於
け
る
一
繭
建
省
の
開
設
に
関
す
る

一
考
察
」
(
『
史
林
』

一一四
!
一
二
)
を

参
照
。

帥
種
は
回
菌
積
の
表
示
単
位
と
し
て
、
一
幅
建
地
方
で
廉
く
使
用
さ
れ
て
い

る
。
重
纂
一
稲
建
通
志
巻
三
四
水
利
、
仙
遊
燃
の
陳
州
八
阪
の
僚
に
「
減
困

種
二
十
石
、
替
志
載
其
渡
田
之
種
、
而
不
言
畝
者
、
受
一
斗
之
種
郎
属
二

畝
之
回
也
」
と
あ
り
、
一
斗
H
H
二
畝
と
し
て
い
る
。

帥
森
田
明
『
清
代
水
利
史
研
究
』
第
五
章
「
一
踊
建
に
お
け
る
限
引
の
水
利

組
織
|
木
蘭
阪
を
中
心
と
し
て
|
」
、
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
阪
塘
の
管
理
機
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構
と
水
利
規
約
l
郷
村
制
と
の
関
連
に
お
い
て
|」

(
『
唐
宋
祉
舎
経
済
史

研
究
』
所
収
)
。

帥
木
蘭
阪
に
つ
い
て
は
、
註
伸
二
氏
論
文
の
外
、
福
建
省
前
田
豚
文
化
館

「
北
宋
的
水
利
工
程
木
蘭
阪
」
(
『
文
物
』
一
九
七
八
|
一
〉
に
詳
し
い
。

帥
光
緒
背
田
豚
志
巻
二
輿
地
。
向
上
程
八
職
官
志
名
富
停
、
郭
架
見
、
張

仲
儀
停
。

伸
北
宋
、
奈
姿
、
端
明
集
径
二
六
乞
復
五
地
割
子
。

帥
我
が
九
州
の
筑
後
川
下
流
、
河
口
部
な
ど
で
見
ら
れ
る
。
逆
潮
に
よ
っ

て
遡
上
す
る
「
ア
オ
」
日
淡
水
を
取
水
す
る
方
法
。
中
島
峰
庚
「
有
明
海

北
岸
地
区
に
お
け
る
水
稲
の
皐
害
と
水
利
施
設
の
設
淫
」
(
『
摩
術
研
究

総
合
編
l
』
一
九
、
早
稲
田
大
皐
教
育
率
部
)
、
菊
地
利
夫

『新
回
開
設

凶
』
第
五
章
第
一
節
参
照
。

倒
蔦
暦
瀦
州
府
志
谷
三

O
海
澄
Mm、
宋
郷
賢
博
。

帥
「
端
卒
甲
午
、
業
侯
観
、
機
楊
輿
子
輿
寅
男
争
沙
洲
回
計
二
百
率
二
畝

五
十
七
歩
:
、
叉
簸
陳
伯
修
納
長
洲
田
九
十
六
畝
二
十
七
歩
」
(、水
楽

大
典
巻
五
三
四
三
潮
字
鋭
、
潮
州
府
、
皐
校
所
引
の
潮
陽
沓
園
経
)
。

M
W

森
田
明
『
清
代
水
利
史
研
究
』
第
四
章
「
康
東
に
お
け
る
闘
基
の
水
利

組
織
|
桑
悶
園
を
中
心
と
し
て
1

」、
松
田
吉
郎
「
明
末
清
初
庚
東
珠
江

デ
ル
タ
の
沙
田
開
設
と
郷
紳
支
配
の
形
成
過
程
」
(
『祉
禽
経
済
史
皐
』
四

六
六
)
参
照
。

M
W

海
灘
に
お
け
る
促
淡
の
震
の
措
置
と
し
て
は
、
工
準
的
措
置
(
丁
場
、

順
域
等
の
建
設
〉
と
生
物
利
用
に
よ
る
も
の
(
麓
葦
、
紅
樹
林
、
大
米
草

等
の
耐
餓
植
物
を
植
え
る
)
が
あ
る
。
新
江
省
農
業
科
皐
院
土
壌
肥
料
研

究
所
編
『
潰
海
堕
土
興
引
水
種
宿
』
(
農
業
出
版
社
)
九
J
一
O
頁
参
照
。

帥

ソ

l
プ
『
支
那
土
壊
地
理
皐
』
(
岩
波
書
庖
)
一
五
五
頁
。

伸
明
、
徐
光
替
、
農
政
全
書
巻
一
六
新
江
水
利
に
「
海
港
斥
歯
地
方
、
侍

設
塘
隔
紹
堕
湖
、
雨
水
洗
去
歯
性
、
有
国
築
成
田
者
、
築
堤
撃
河
、

引
内

湖
之
水
、
以
資
濯
減
、
而
水
還
難
致
、
雨
津
梢
稀
、
便
乏
車
救
、
十
年
三

熟
、
此
輿
山
郷
地
形
勢
相
類
、
近
年
民
間
告
明
官
府
、
輸
除
損
回
畝
之

根
、
於
回
心
中
開
積
水
棒
、
震
夏
秋
車
厨
計
、
九
溝
波
多
慮
、
其
田
多
熟

・
、
但
細
訪
老
農
云
、
毎
十
畝
之
中
、
用
二
畝
篤
積
水
溝
、
総
可
救
五

十
日
不
雨
」
と
あ
る
。

伺
光
緒
論
田
豚
志
径
二
奥
地
志
、
水
利
。

制
北
宋
、
欧
陽
筒
、
欧
陽
文
忠
公
集
巻
三
五
端
明
殿
風
平
士
奈
公
墓
誌
銘
。

脚
光
絡
清
田
脈
志
径
二
輿
地
志
、
水
利。

伸
明
代
に
至
る
も
、
基
本
的
に
は
壌
国
の
水
利
が
洋
田
の
徐
水
利
用
に
止

ま
り
、
雨
者
に
屡
々
争
い
が
起
っ
た
(
前
田
勝
太
郎
「
明
中
期
以
降
の
一
幅

建
に
お
け
る
水
利
機
構
に
つ
い
て
」
『
東
方
拳
』
三
一
一
)
。

制
光
絡
青
田
勝
士
山
巻
二
輿
地
志
、
水
利
。
註
帥
森
田
論
文
参
照
。

帥
註
何
斯
波
論
文
参
照
。

同
開
作
は
「
早
稲
と
晩
稲
と
を
期
を
分
け
て
挿
秩
し
、
隔
行
間
作
す
る
添

挿
法
」
(
天
野
元
之
助
『
中
園
農
業
史
研
究
』
四
一

一一
頁
)
で
、
連
作
は

一
期
目
の
稲
の
牧
穫
後
、
二
期
目
の
稲
を
植
え
る
方
法
で
あ
る
。
後
季
稲

は
だ
い
た
い
草
季
稲
よ
り
一
一
一
J
五
割
の
増
牧
が
あ
る
(
向
上
)
。

日
開
註
倒
天
野
前
掲
古
一
回
四
四
四
頁
。

帥
再
生
稲
は
孫
稲
(
ま
た
ば
え
)
に
同
じ
。
刈
取
っ
た
後
の
稲
株
か
ら
再

び
芽
室
生
じ
質
る
を
い
う
。
既
に
西
菅
の
郭
義
恭
『
康
志
』
に
見
え
る

(
天
野
前
掲
書
一
九

O
頁)。

帥
周
藤
吉
之
「
南
宋
に
於
け
る
稲
の
種
類
と
品
種
の
地
域
性
」
(
『
宋
代
経

済
史
研
究
』
所
牧
〉
。
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帥
雨
所
金
石
±
雀
一
六
元
慶
元
路
儒
築
塗
回
記
。

伺
天
野
前
掲
書
二
三
三
頁
。

帥
加
藤
繁
「
支
那
に
於
け
る
占
城
稲
栽
培
の
昨
技
連
に
就
い
て
」
(
『
支
那
綬

擁
開
史
考
讃
』
下
所
枚
〉
、
註
同
期
藤
論
文
、
註
伺
天
野
前
掲
害
等
参
照
。

倒

西

山
武
一
「
中
園
に
お
け
る
水
稲
農
業
の
溌
達
」
(
『
ア
ジ
ア
的
農
法
と

農
業
社
曾
』
所
牧
)
。

帥

赤

米

に
つ
い
て
は
、
註
伺
天
野
前
掲
書

一
一
五
J
九
頁
、
柳
田
園
男
等

編
『
稲
の
日
本
史
出
』
(
筑
摩
書
房
〉
第
一
部
「
赤
米
」
(
盛
永
俊
太
郎

執
筆
〉
参
照
。

帥

開
〈
命
日
司
ロ

F
E
r
-念

H
U
3
E
-
b
hミ
E
N
H
R
E
N
S札
H
t
N
u
g
h
g
H

同
町

8
5若
い
て
ミ

F
R
H
p
n
r
g
(広
告

S
E
C
-
P
L由
吋

N)・
3
・
臼
-

m
∞. 

幽
梗
米
は
税
米
及
び
上
戸
の
食
用
に
供
さ
れ
、
占
城
稲
は
梗
米
に
比
べ
て

康
債
で
、
中
産
以
下
の
食
用
米
で
あ
っ
た
(
斯
波
義
信
『
宋
代
商
業
史
研

究
』
第
三
章
第

一
節
〉
。
近
代
一
施
州
で
も
中
流
以
上
は
糞
尖
と
穂
す
る
秩

期
牧
穫
米
を
食
し
、
中
流
以
下
は
白
米
、
紅
米
と
稽
す
る
夏
期
枚
穫
の

早
稲
米
を
常
食
と
し
て
い
た
。
後
者
は
責
尖
よ
り
三
四
割
廉
債
で
あ
っ
た

(
南
洋
協
舎
牽
濁
支
部
『
一
服
建
省
地
理
紙
読
』
〉
。

帥
解
放
前
、
湖
南
省
に
お
け
る
嬰
季
連
作
の
主
要
分
布
地
域
は
洞
庭
湖
周

迭
で
、
気
候
的
に
よ
り
好
篠
件
を
備
え
た
湘
中
湘
南
は
皐
季
稲
で
あ
っ

679 

た
。
油
田
湖
地
匿
の
隻
季
稲
栽
培
は
水
災
の
脅
威
を
緩
和
す
る
た
め
で
あ
っ

た
(
湖
南
農
皐
院
編
『
湖
南
農
業
』
高
等
数
育
出
版
社
、
一
八
六
頁
)
。

安
野
省
三
「
『
湖
底
熱
す
れ
ば
天
下
足
る
』
考
」
(『木
村
正
雌
先
生
退
官

記
今
ど
東
洋
史
論
集
』
所
収
〉
参
照
。

同
熊
代
孝
雄
、
小
島
麗
逸
編
『
中
園
農
法
の
展
開
』
(
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
〉
一

O
五
頁
。

帥
註
伺
天
野
前
掲
書
四
四
五
頁
。

帥

pdsz・
3・
8
1吋
・

例
南
部
間
金
石
志
巻

二
ハ
元
慶
元
路
儒
皐
塗
田
記
。

同
開
北
宋
、
禁
裏
、
端
明
集
各
二
六
乞
復
五
塘
劉
子
。

帥
草
野
靖
「
宋
元
時
代
の
水
利
回
開
設
と
一
回
雨
主
制
の
所
芽
(
下
)」

(
『
東
洋
皐
報
』
五
一
一
一
i
l
-
-
〉。

帥

南

宋

、
貌
了
翁
、
古
今
孜
巻
一
八
初
篤
算
賦
附
論
班
固
井
田
百
畝
歳
入

歳
出
。

制
註
倒
前
掲
設百
四
五
頁
。
二
期
連
作
の
繁
忙
期
に
主
要
労
働
力
で
賄
え
る

面
積
は
三
J
四
ム

ー
で
あ
る
と
い
う
。

倒
周
藤
士
口
之
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
五
九
頁
。

帥

島
居
一
康
「
宋
代
に
於
け
る
官
回
出
貰
策
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
六
|

一
〉
参
照
。
淳
照
三
山
志
各
一
一
一
海
田
の
項
に
「
皇
一
府
中
、
許
民
請
射
如

荒
団
法
、
今
或
可
耕
云
」
と
あ
る
。

- 57-



　　　

The measure became essentialduring Wudi's 武帝time because great

campaigns and water control projects were undertaken and the necessity

for transporting great amounts of grain to the capital and to local places

arose.

　

This became ｄｉ伍cultfor the ｅχistentsystem of transportation to

support.

　

Transportation had become ａ factor in the crisisof the system of

public finance.

CONCERNING THE DEVELOPMENT OF COASTAL

　　　　　　

LAND DURING THE SONG 宋

　　　　　　　

AND YUAN 元PERIODS

　　　　　　　　　　　

Honda Osamu

　　

During the Song and Yuan periods, the drainage and reclamation of

wet, low-lying coastal lands were widely undertaken in seaboard regions

extending from Hangzhou 杭州Bay to Guangzhou 廣州. These new coastal

fields,named variously in different places either: hlはti皿海塗田，haitｉａｎ

海田, or ch。tian潮田, all similarly possessed dikes, ditches equipped with

sluices, and water ｐｏｏＩＳ｡

　　

In general, the provisions for irrigation of these new coastal fields,

limited to rainfall and the water remaining in the old fields, were un-

satisfactory. The situation was particularly bad at the start of their deve-

lopment. In such regions, however, where every kind of improvement in

irrigational construction had been put into effect in newly developed lands

since early times, as the irrigation system improved in the highland fields,

it also improved in the coastal fields. At the same time, new developments

continued at the frontier of those coastal fields｡

　　

In the　new　coastal fields, where irrigational conditions　were thus

inferior, Zhancheng占城varieties of rice were more often cultivated than

nonglutinous･ late-ripening rice.　The Zhancheng varieties have the advan･

tages of being able to tolerate drought and alkaline conditions, as well as

being early-ripening.　Moreover, in regions south of Fuzhou 禰州at that

time･ in addition to cultivation of double-crop, wet rice, planters also used

both early- and late-ripening Zhancheng varieties of rice. Frequently,

these varieties were used in the new coastal fields. Double-crop cultivation

- ２－



was more effective than single-crop　cultivation in transforming the salty

soil there. Moreover, the narrow, ten to fifteen mou畝areas under culti-

vation were suitable for double-crop cultivation. It became more advanta-

geous than single-crop cultivation｡

　　　

However, in terms of harvest yield, double-crop cultivation of wet rice

in these new coastal fields was inferior to the late-ripening, single-crop rice

cultivation in the fields of the interior. It had been chosen in an attempt

to avoid the problems of irrigation and poor soil. Consequently, double-crop

cultivation of wet rice in the new coastal fields did not attain the height

of its productive potential, nor did it attain the standard of Song period

techniques of wet rice cultivation.

　　　　　　　　　

KEBEK AND YASAWR

The Establishment of Rulership in the Chaghatai-khan

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Kato Kazuhide

　　

During the first quarter of the fourteenth century, the state of Cha-

ghatai khan commenced on ａ course to centralize the authority of itsinner

ruling circles in rebuilding a rulership. This political process is accurately

reflected during this period in the struggle between Kebek of the Duwa's

family clan, and Yasawr, of another kings' lineage.

　　

In summary, Kebek murdered ａ member of an ａ伍Hated clan, Taliqu,

as ａ“ usurper ” and, by checking the powerful nomadic aristocracy, perse-

vered in strengthening the governmental authority, tried to act in his own

interest in opposition to him. Consequently, Yasawr was forced into exile

to Khurasan and failed in his attempt to seize control of Iran.　In 1320,

he was defeated by armies despatched by Kebek, who had already become

Chaghatai-khan.

　　

While possessing the typical qualities and appearance　of ａ nomadic

aristocrat, Yasawr was yet ａ new kind of nomadic aristocrat who, as ａ

moslem, eχhibited ａ leaning toward Islamic culture. He lost charge of the

government because he had no policy for governing ａ non-nomadic people.

　　

Kebek, on the other hand, appearing to be ａfollower of an alien reli-

gion, attempted to understand Islamic culture and made plans to strengthen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


